
◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 皆さん、おはようございます。 

出席議員も定足数に達しておりますので、直ちに本

日の会議を開きます。 

この際、申し上げます。鶴子小学校より、児童の傍

聴の許可願い並びに、議場内の撮影の許可願いがあり

ますので、議長において許可いたします。 

次に、10番小関英子議員から発言の申し出がありま

すので、これを許します。 

◎10番（小 関 英 子 議員） 

昨日の、私の一般質問の発言の中で、「天童市ではイ

オン、また村山市ではヤマザワなどと提携して」と申

し上げたところを、「天童市、また村山市では大型スー

パーなどと提携して」に、また「村山市さんにおいて

ヤマザワさんと連携して」と申し上げたところを、「村

山市さんにおいて大型スーパーと連携して」に、訂正

したいと思いますので、議長の許可をお願い申し上げ

ます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 ただ今の、小関英子議員からの発言の訂正の申し出

については、議長において許可いたします。 

次に、こども教育課長より、発言の申し出がありま

すので、これを許します。こども教育課長。 

◎こども教育課長（山 口 清 孝 君） 

貴重な時間をいただきまして、誠に申し訳ございま

せん。 

お手元に両面刷りの正誤表をお配りしてございます。

平成30年度主要な施策の成果と予算執行の実績報告書

70ページ上段、スクールバス運行管理事業、小学校分

について、実施内容の主なもののうち、その他消耗品、

手数料、保険料、借上料等の金額に誤りがあり、正し

くは、231万8,954円でございます。事業費の合計額に

訂正はございません。裏面になります。同じく実績報

告書72ページ上段の、スクールバス運行管理事業、こ

ちらは中学校分でございます。実施内容の内訳と、事

業費合計ともに、金額に記載誤りがあり、正誤表、下

段のとおりの金額で、事業費合計が1,972万7,151円で

ございます。ご訂正いただきますようお願いいたしま

す。大変申し訳ありませんでした。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

ただ今、こども教育課長より、平成30年度主要な施

策の成果と予算執行の実績報告書の訂正の申し出があ

りましたので、議長において、これを許可いたします。 

本日の会議は、議事日程第５号によって進めます。 

日程第１、昨日に引き続き一般質問を行います。 

まず、４番 安井一義議員の発言を許します。安井

議員。 

〔４番 安井一義 議員 登壇〕 

◎４番（安 井 一 義 議員） 

おはようございます。質問の前に一言、私の市議と

しての、座右の銘を述べさせていただきます。それは

不易流行であります。本市ゆかりの深い、芭蕉の考え

であり、変革の必要あるものは変え、伝統やしきたり

で、変えてはいけないものを変えずに、と解釈してお

りました。しかし、移り変わることが変わらずにある

という解釈もあり、私自身少しずつ変わっていくこと

が自然であり、また必要であるとの思いより、議員活

動のみならず、日常生活に心がけていこうと、定めた

次第であります。 

では、通告にしたがい、質問させていただきます。 

３項目についてお伺いします。１項目目として、農

業政策について、次の３点お尋ねいたします。 

１番目として、近年の農業は、個人の大規模経営化

や法人化が進んでいる状況にあり、それに対する補助

メニューもあります。しかしながら、小規模経営の農

家の中にも、色々なことにチャレンジしようと頑張っ

ている方も多くいらっしゃいます。田んぼや畑に苗や

種を植え、土と日の光の恵みを受け、育つを見るのは

楽しいものです。これらの小規模経営農家への支援も

必要と考えるが、どのような支援があるのか、お聞き

します。 

２番目として、現在、病害虫防除のための農薬散布

は、個々で実施している状況であります。しかしなが

ら、病害虫の防除については、可能な限り共同で、同

時期に実施することが望ましいと考えます。水稲のカ

メムシ対策等については、ラジコンヘリ等による共同

防除を実施しておりますが、他の作物についても共同

防除を推進すべきと考えるがいかがか。また、その際、

防除費用が増加するが、一斉防除による効果が期待で

きることから、普及させるための、防除費用助成の検

討をしてはどうか。 

３番目として、現在、農業経営者の高齢化が進んで

おり、熟練した栽培技術を次世代に引き継ぐ取り組み

が必要だと考えます。例えば、農業所得の向上を目指

し、多品種栽培をおこなう際などに、新たに導入する

作物の栽培技術を教え合うネットワークづくりが必要

だと考えますが、今後の農業技術の伝承のために、現

在実施している方法はどんなものがあるのか。また、

今後市として、この課題への対応をどう考えているの

か、お聞かせください。 



２項目目として、冬期間の除雪などにより、流雪溝

のグレーチングを破損するケースも多々あり、また、

歩道の段差があり、自転車の走行に危険な箇所も見受

けられます。市道パトロールは実施されているようで

すが、これらの詳細なチェックはなされていないよう

に感じます。通常は、市民から要望により、これらを

修正しながら、パトロールにより発見したものを、順

次修繕していると思いますが、市民からの声を待たず

に、可能な限り詳細なパトロールにより修繕してほし

いと考えるが、いかがでしょうか。 

３項目目として、地域コミュニケーションについて

お尋ねします。近年、地域内での住民間の交流が薄れ

ていると感じています。老人クラブや母の会なども、

人口減少等から運営が困難になりつつあります。さら

には、集まる公民館的な集会施設もない地区も存在し、

さらにコミュニケーションが取りにくい原因となって

いるのではないでしょうか。公民館や集会場を持たな

い地区については、廃校や空きスペースを利用した場

所を確保するための支援が必要と考えるが、いかがか。

また、コミュニケーションをとる手段として、地区民

の有志、ボランティアの参加になりますけれども、地

区民の有志等が企画する、お茶のみサロンのようなも

のを実施する際に、何らかの支援があればお聞きした

い。さらに、地域活動の活発化で、子育て支援や福祉

事業も、地域の安全安心な住環境が整ってことのこと

だと思います。防犯灯はLED化等もあり、数は増えてい

るようですが、防犯灯・街路灯は、まだまだ必要とし

ているところです。また、今後防犯カメラの設置が必

要ではないか、現状と今後の設置見込みをお聞かせく

ださい。以上で質問席からの質問を終わります。自席

より再質問させていただきます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

〔市長 菅根光雄 君 登壇〕 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 安井議員から大きく３項目についてご質問を賜りま

した。順次お答えしてまいります。 

 はじめに、農業政策についてでございますが、小規

模経営農家への支援策についてのお尋ねです。現在、

国や県の補助事業の多くは大規模農家や農業法人に対

して手厚い支援がなされており、小規模農家が採択を

受けられる国・県の事業は少なくなってきております。 

 その一方で市内の農家は小規模経営者が多く、経営

面積は小さくても意欲のある方には頑張っていただけ

るよう、本市単独の「元気な農業支援事業」にて支援

をしております。その内容については「人・農地プラ

ン」の中心的経営体に位置付けられている方や45歳未

満の青年農業者などを対象として、新規作物の導入や

栽培改善に資する取り組みに対して、50万円を上限に

事業費の1/3を助成しています。また、農作物の加工施

設や直売施設の整備に対する取り組みについては、50

万円を上限に事業費の10/10の助成などを行っており

ます。 

 今後とも農家の皆さんのお話に耳を傾け、小規模農

家の皆さんの所得向上につながるような支援策を研究

してまいります。 

 次に、農作物病害虫共同防除の取り組みについて、

防除費用の助成を検討してはどうかとのお尋ねについ

てお答えいたします。 

 個人で、病害虫の防除をする場合、農機具購入費用

や散布手間など農家負担が大きく、費用や労力の軽減

を図る観点では共同防除は有効な手段であると思われ

ます。市内の水稲作付面積は約2,400ヘクタール、うち

ＪＡ、その他の団体等が実施する共同防除面積は約400

ヘクタール、全作付面積の２割弱となっています。 

 一方、ラジコンヘリ等で空中散布する場合には予期

せぬドリフト、いわゆる飛散によって、周辺の農作物

に農薬が付着してしまう恐れもあり、周辺の圃場への

配慮も必要です。 

 大規模農家や農業法人の一部では、独自に防除用ド

ローンを導入し、防除が必要な場所に必要な量だけ散

布する、スマート農業に取り組む農家も出てきており、

機械導入に対しては本市単独の「元気な農業支援事業」

でも助成しております。 

 共同防除を推進するにあたっては、食の安全・安心

への配慮とともに、産地としての信頼性確保も必要で

す。参加する圃場の集約化や作物の団地化、植栽時期

や収穫時期の統一化など、新たな防除体制の構築につ

いても、関係機関・団体の意見を聞いて研究してまい

ります。 

 農業栽培技術を共有できるネットワークの構築につ

いてのご提言ですが、農業栽培技術に関しましては、

尾花沢市営農指導連絡調整会議を月１回開催し、当面

の技術対策について関係機関で情報を共有しながら、

必要な情報を新聞折込みや農協の登録メールを通じて

生産者の皆様へ随時情報発信しております。 

 また、今年度の新規事業として、新規就農者や研修

生の方を対象とした「スイカづくり栽培研修会」を開

催しており、栽培技術の底上げを図りながら産地ブラ

ンドの維持・向上に努めています。また若手スイカ生



産農家が中心となって組織する「尾楽田の会」では、

会員相互の情報交換を行ったり、先進地視察や研修を

しながら、栽培技術を磨いております。この中には高

性能農業機械を導入したスマート農業の実証試験に取

り組み、労力や費用負担の軽減を目指しています。 

 市としても、各種団体や関係機関と連携して情報発

信を行ないながら、栽培技術の共有化を図ってまいり

ます。 

 なお、スイカを含め全ての作物の栽培技術に関する

お問い合わせにつきましては、県北村山農業技術普及

課の職員から現地指導や助言がいただけます。市とし

ても農業技術普及課と農家の連絡調整を図ってまいり

ますので、ご相談いただければと思います。 

 次に、道路の維持管理に関するお尋ねでございます。 

 市道の修繕につきましては、舗装補修をはじめ、側

溝や水路、ガードレール、カーブミラーなど各地区か

ら多くの要望をいただいており、これらに対応するた

め、今年度においても、平成30年度繰越分と今年度分

を合わせて、約6,500万円の予算を確保し、一体的に市

道の補修対応を行っております。これまで、市内全域

におよぶ約250箇所の市道舗装補修工事が完了したほ

か、２回目の舗装補修工事、市内約60路線のセンター

ラインや外側線、停止線や止まれなどのライン工事、

ガードレールとカーブミラーの設置や修繕工事を順次、

発注しております。 

 また、冬期間の除雪により傷んだ道路や付随する構

造物は、３月雪解け早々から補修対応を行っており、

５月以降本格的な補修工事を実施し、その後において

も、随時道路パトロールを行い、補修対応を行ってお

ります。あわせて各地区から要望が出ている小規模な

補修工事についても、緊急度の高い順から施工してお

ります。 

 市道のパトロールについては、現場班の３名体制で

実施しておりますが、本市の市道延長は約550㎞に及び、

草刈り作業や穴埋め作業、その他の緊急を要する維持

補修作業などが優先され、その作業の合間にパトロー

ルを行っているため、ご指摘のとおり、十分に行き届

いていないところもあると思います。市道の状況把握

に関しては、行政だけでの対応は困難なことから、各

地区の区長さんの皆さんをはじめ、地域の皆様からの

情報提供をいただき、市道補修の対応を行っておりま

す。しかし、定期的な道路のパトロールは、道路管理

者として必要な業務であり、今後の課題として、限ら

れた人員の中でどのようなパトロール体制が望ましい

か検討してまいります。 

 また、歩道の段差があり自転車の通行に支障がある

とのことですが、当該箇所について、現場状況を確認

し必要な対応を実施してまいりますので、お気づきの

箇所がありましたらご連絡いただければと思います。 

 今後とも、歩道を含めた道路パトロールに力を入れ、

速やかな修繕を行い、通行の安全確保に努めてまいり

ます。 

次に、地域コミュニケーションに関するお尋ねです。 

 各地区にある老人クラブや交通安全母の会等につい

ては、運営面において各地区公民館が大きく関りを持

ちながら支援を行っております。各地区の地域づくり

振興会においても、経費に対する支援を行っており、

行政だけでなく地域全体で運営を支援しております。 

 また、地域活動の拠点となる集落公民館については、

本町地区以外では、ほぼ全ての集落で公民館を所有し

維持管理している状況です。しかし、人口減少に伴い

集落の戸数も減少し維持管理が厳しい現状にあること

から、修繕に関して経費の1/2を補助する「分館等整備

費補助金」の交付要件を今年度より拡充し、さらに支

援の幅を広げました。 

 本町地区で公民館を所有していない９集落では、公

共施設を利用しながら地域でのコミュニティ活動を行

っており、この集落で活用する場合は料金を減免する

などして支援を行っております。 

 地区公民館や各地区地域づくり振興会では、いつま

でも住み続けたい活力ある集落づくりのため、地区民

自らがコミュニティ活動を行う場合にも、運営相談や

経費的支援を行っており、今後も集落の活性化に繋が

る市民の声を活かしながら、社会教育事業に取り組む

とともに、関係各課と協力しながら市民との協働のま

ちづくりを進めてまいります。 

 地域のコミュニケーションの場として、お茶のみサ

ロンのようなものを開催する際の支援についてのお尋

ねですが、社会福祉協議会が行っている事業で、高齢

者の交流、親睦の場として「ふれあいいきいきサロン

『なかよしお茶のみ会』」があります。 

 事業の対象者は集落内の65歳以上の高齢者ですが、

子供や若い世代も含めた世代間交流も行うなど、地域

住民やボランティアの方々の協力を得ながら開催して

おります。助成額は、１人あたり1,200円で、2万4,000

円が上限額となっており、昨年度は53地区、37団体、

延べ101回開催され、ボランティアを含め合計1,000人

が参加されています。 

 また、地元の有志の熱意で老朽化した施設をよみが

えらせ、集いの場を作った事例をご紹介します。宮沢



地区地域福祉交流センター、旧高橋保育園は、現在改

修整備を行っており、来月11日にリニューアルオープ

ンします。この経過について申しあげますと、昨年、

地元の女性ボランティアグループ「はなみずき」が、

地域の高齢者を元気にしたいと、「おきな茶屋」と称し、

集いの場をつくりました。月１回程度で、食事会の実

費だけいただきますが、毎回２～30人が集まる事業と

して継続しています。地域からの強い要望もあって今

般の改修事業に結びついたところです。今後とも地域

の意欲には積極的に支援してまいります。 

 続いて、安心安全な地域の環境づくりについてです。

防犯カメラの設置については、全国的に事件や犯罪が

多様化するなかで、犯罪の抑止効果や事件解決に繋が

る重要な役割を果たすなど、設置効果が高まっており、

駅や道路、公園などの公共空間を中心に防犯カメラの

設置が進んでおります。 

 本市の防犯カメラの設置状況ですが、犯罪防止と安

全安心なまちづくりを目的に、現在、市内５か所に防

犯カメラを設置しております。 

 防犯カメラの撮影画像の取り扱いによってはプライ

バシーの侵害につながることなどもあり、設置にあた

っては場所などを慎重に検討する必要もありますが、

今後も地域からの要望等も踏まえ、警察署や防犯関係

団体と協議して防犯カメラを設置し、市民の安全を守

る環境づくりに努めてまいります。 

 防犯灯の現状につきましては、現在市内全域で1,691

灯が設置されております。各地区が主体となって設置

や管理を行っており、使用電気料の半額補助や防犯灯

の設置費用に対して１灯あたり3万5,000円を補助して

おります。また、街路灯は市内全域で約670灯設置して

おります。交差点や幹線道路のカーブ等の視野確保と

して、市が設置および管理をしており、地区の要望に

応じて緊急度の高い順に設置しております。今後も継

続して、地区の安全安心に寄与してまいります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 安井議員。 

◎４番（安 井 一 義 議員） 

ご答弁ありがとうございます。 

それでは再質問のほうをさせていただきます。まず

初めに、１番目の小規模農家の事業への取り組みとし

て、45歳未満の成年者を対象とした事業助成の取り組

み等手厚く継続され、技術の向上のためにも支援等を

よろしくお願いいたします。しかしながら、45歳以上、

もっと言えば60歳以上の方でも、農業に意欲のある農

家はいらっしゃるので、育成をする必要があるかと思

います。尾花沢市の統計、平成30年度版農業人口戸数

の推移ということで、農家数は平成22年から平成27年

2,216件から1,889件ということで、大幅に減っており

ますが、自給的農家数、これが393戸から395戸という

ことで、減らず増えているというところが見て取れる

ところです。これは、自分のための分を作るというこ

とでの自給的農家数ということではありますが、作る

技術については、十分販売農家ということでの取り組

みが可能な数ではないかというふうに思いますので、

そこのところを今後検討していただけるかどうか、ご

質問いたします。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 農林課長。 

◎農林課長（本 間   純 君） 

安井議員にお答えいたします。小規模農家でも、意

欲ある農家に対する支援というふうなことでございま

すけども、今、農家戸数の関係で、自作農が微増して

おるというふうなことでございます。確かに自家用野

菜というふうなかたちで、生産されている農家さんは、

趣味の世界もありますけれども、少なくとも自分が食

べる物だけは作りたいなという方もいっぱいいらっし

ゃるかと思います。そういう方々に対する支援といた

しましては、なかなか今の段階ではないんですけれど

も、できれば、尾花沢に「はいっと」をはじめ、「ねま

る」といった産直館もございますので、そういうとこ

ろに積極的に、自家用野菜としてだけでなく、そうい

うふうな所にも、農作物を出して頂けるような取り組

みをしていただけるのであれば、場合によっては、い

ろいろな形で支援をしていくことも可能かと思います。

その辺の状況、どういうふうなことを今後お考えなの

かというふうなことを、農林課のほうにお越しいただ

きまして、今こういう状況なんですけども、将来的に

はここまで伸ばしていきたいんだよというお話なんか

もお聞きしながら、今我々の補助メニューの中で足り

ないものがあるならば、そこら辺は見直しが必要かと

は思いますので、皆さんの声を聞かせていただければ

と思います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 安井議員。 

◎４番（安 井 一 義 議員） 

ありがとうございました。やはり、若い人の就農を

求めないといけないというのは分かるんですけれども、

現在の耕作されていない、まだ放棄はされていないん

ですけれども、決して生産をされていないというよう



な状況の畑が、非常に多いのではないかと思います。

意欲ある45歳以上方でも、できるというところがある

かと思いますので、ぜひ窓口で丁寧に説明をいただい

て、ぜひ就農販売農家ということで育てていただけれ

ばというふうに思います。ありがとうございました。 

続いて、②についてですけれども、新しい技術とい

うことで、スマート農業ということで、いろいろと話

題になっているところではありますが、現実的にはな

かなか手の届かないところにまだあるのかなというこ

とはありますので、ぜひ実証中であれば、こういうこ

とをやってますよということで、 ＰＲのほうをよろし

くお願いしたいと思います。あと画像解析等で、生産

物の生育状況等を確認できるようなシステムもあると

いうふうに聞いております。具体的には、ここという

ことはないんですけれども、そういう新しい技術もど

んどんと取り入れていただければというふうに思いま

す。 

次、３番目に、尾花沢のスイカブランドいうことで、

維持向上については栽培技術の底上げが必要だという

ことで、ただ今、市長のほうの答弁がありました生産

者の底上げの技術向上をということで、非常に頑張っ

ていらっしゃるなというところが答弁の中で感じ取れ

ました。しかし、尾花沢産をぜひ前面に押して、尾花

沢産であるというところを進めていただけるようお願

いいたします。また、スイカ、水稲以外、その他、県

の北村山農業技術普及所の窓口として市のほうの相談

ができるようにということではありますが、時間内で

なかなか来庁するのが難しいということもあるかと思

うので、その辺のところは、来庁時間等の相談窓口の

延長なんかを考えていただけないかと思うんですけれ

ども、ご回答お願いいたします。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 農林課長。 

◎農林課長（本 間   純 君） 

皆さんお仕事をお持ちになりながら農業にも携わっ

てくださる方、多数いらっしゃるかと思います。そう

いう方にとっては、なかなか就業時間内に相談に来る

というのが困難な場合もあろうかと思います。その際

は、できれば事前に電話等でご連絡頂ければ、こちら

のほうでも、職員のほう対応させていただきますので、

もしそういうふうな場面がありましたら、ぜひお声掛

けいただければと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 安井議員。 

◎４番（安 井 一 義 議員） 

ありがとうございます。ぜひ窓口をオープンにして

いただいて、いろいろな方が、現在は農業に直接携わ

っていない、もしくは今手伝っているだけで自分が特

に主力でないという方でも、今後やってみたいという

方がいらっしゃるかと思いますので、ぜひ親切丁寧に

説明をしてあげていただきたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

次に、２項目目、道路の維持管理についてでありま

す。非常に、道路管理ということで、壊れたところ直

す、新しく作るというイメージしかなかったんですが、

水路、ガードレール、カーブミラーと多岐にわたる管

理がやっぱりなされているということで、市長の答弁

から伺いとれました。しかしながら、防犯灯・街路灯

等について、町内の中に、管理があまりはっきりして

いないところがあるのではないかと思いますので、そ

の辺の管理区分がもしあるのであれば、お答えいただ

きたいと思うんですけども。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 建設課長。 

◎建設課長（近 藤 二 弘 君） 

お答えいたします。防犯灯と街路灯の区分について

でございます。この件に関しては先ほど、市長答弁、

３番の項目のほうであったかと思いますが、防犯灯に

ついては各地区で設置して管理していただく、それに

対して市のほうで助成しているものでございます。街

路灯については、道路管理上必要な物というふうなこ

とで、市で設置して全て市のほうで管理しているもの

でございます。以上でございます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 安井議員。 

◎４番（安 井 一 義 議員） 

大変失礼いたしました。地域コミュニケーションの

ところに、すいませんあの、街路灯等の管理というこ

とで答弁の中にありました。見落としておりました。

すいませんでした。あと、道路の側溝の蓋の件で、昨

日鈴木由美子議員、小関英子議員のほうからありまし

たが、来春開園される尾花沢学園認定こども園のとこ

ろの蓋がないということでの質問に対し、蓋をする計

画はないということでありましたので、ここについて

は今後状況を見ながらということではあるのですが、

実際に車が脱輪してるという状況もありますので、ぜ

ひ蓋をかけるという安全を確保していただきたいとい

うふうに思います。実際に、そういう計画については、

今後どういうふうなスケジュールになるかわかれば答



えいただきたいと思います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 建設課長。 

◎建設課長（近 藤 二 弘 君） 

認定こども園の北側の側溝蓋の件については、昨日

小関議員のほうから質問が出されまして、今後の交通

量と地域の要望等を踏まえて対応してまいるというふ

うな答弁であったかと思います。昨日、議会終了後そ

の現場のほうに、私も実際行って確認してまいりまし

た。思った以上に老朽度も酷いような状況なので、早

めに対応しなければならないかなというふうに思って

きたところでございます。そういったことで、今後対

応してまいりたいと思っているところです。以上でご

ざいます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 安井議員。 

◎４番（安 井 一 義 議員） 

ご答弁ありがとうございます。早めの改修をという

ことでご回答いただき、ぜひよろしくお願いいたしま

す。 

続きまして、３番目、地域コミュニケーションにつ

いていうことで、地区の中に集落公民館、あとは集会

場がないというのは本町地区のほうは９つあるいうこ

とで、中心部にあるので、そこの使用でかねていると

いうようなご回答というふうに捉えています。しかし

ながら、すぐ近くにないというところが１つのネック

に、近くにないというところが問題かと思いますので、

ぜひ人が集まってそういう情報交換をできるような場

所をということで、公民館という名称でなくてもいい

かと思います。そういう場所を、ぜひ整備のほうをご

検討お願いしたいなというふうに思います。その地域

の安心安全ということで、防犯カメラの設置というこ

とで、５台設置されているということですけれども、

今後の設置予定などがあれば教えていただきたいと思

います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

市民税務課長。 

◎市民税務課長（小 関 嘉 行 君） 

防犯カメラの件に関しましてお答え申し上げます。

これまで、５カ所ということで設置をさせていただき

まして、市の防犯対策に取り組んでいるところでござ

います。なお、これまでの設置した場所につきまして

は、いわゆる警察署、あとは防犯団体からの要望等も

踏まえまして、設置をさせていただいたところでござ

います。なお、今後の具体的な設置計画ということで

ありますが、今現在は具体的にはどこといったような

計画はございません。でありますが、常時地域の方の

要望をお受けしながら、その場所等について、いろい

ろ内容等を検討させていただきながら、前向きに検討

のほう、計画させていただきたいというふうに考えて

ございます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 安井議員。 

◎４番（安 井 一 義 議員） 

ご答弁ありがとうございます。設置の予定は、随時

要望があればいうことですので、地区内防犯上必要だ

というところをぜひ地域からの吸い上げをしていただ

いて、設置に向けて前向きにご検討を宜しくお願いい

たします。 

以上で、私の質問を終わりたいと思います。ありが

とうございました。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

以上で、安井一義議員の質問を打ち切ります。 

 次に、11番 塩原未知子議員の発言を許します。塩

原議員。 

〔11番 塩原未知子 議員 登壇〕 

◎11番（塩 原 未知子 議員） 

おはようございます。一般質問を始める前に一言申

し上げます。 

先週９月９日に発生しました台風15号の記録的な強

風により、関東地域で甚大な被害が発生しており、お

亡くなりになられた方のご冥福と、大規模停電と避難

生活で、未だ不自由な日常をおくられている皆様の一

日も早い回復と町の復旧をお祈りいたします。災害は

何時やってくるかわかりません。新しい令和の時代は

大切な地域の宝をしっかりと後世に伝え、今に活かし

たしなやかな強いまちづくりを望みます。 

それでは通告にしたがい、大きく５つの質問をいたし

ます。 

誠意あるご答弁をよろしくお願いいたします。 

まず初めに、若者がよろこんで参加したくなる「お

ばなざわ四大まつり」再構築について、３つお答えく

ださい。 

１つ目です。平成30年５月、本市の「芭蕉・清風歴

史資料館」「尾花沢雅楽」「尾花沢まつり囃子」「花笠ま

つり」を構成文化財とする「山寺が支えた紅花文化」

が日本遺産に認定されました。また今年２月には、山

形県紅花振興協議会による「歴史と伝統がつなぐ山形

の最上紅花」が日本農業遺産に認定されています。両

遺産のキーワードとなる紅花と鈴木清風は切っても切



れない存在であり、本市の構成文化財をより効果的に

周知することができると考えておりますが、当市では

今後どのように関係団体とネットワークを構築する予

定ですか。今後の展望をお聞かせください。 

 ２つ目です。今年のおばなざわ花笠まつりでは、人

口減少に加え世代交代もあいまって、従来の地域の枠

組みを再考する時期に来ているのではないかと感じま

した。人口減少が進行する中「おばなざわ四大まつり」

を存続させていくためにも、まつりのあり方や地域の

関わり方について再検討する必要があると考えますが

いかがでしょうか。 

３つ目です。また市民が一丸となってまつりに関わ

るよう、毎年まつりのテーマを定め、銀山温泉と四大

まつりを結び付けるためにも、周遊コースの構築と効

果的なＰＲを展開する必要があると考えますがいかが

でしょうか。 

２つ目の質問です。歴史と文化の継承を本町まちづ

くりビジョンの要にしてはどうですか。３項目につい

てお答え願います。 

 １つ目です。少子化の進行により学校統廃合が進む

中、市民みんなが地域の文化に誇りを持ち、そして継

承していくためには、地域の歴史･文化をどのように子

ども達に伝えていくかが重要であり、その仕組みを構

築する必要があります。今後の取り組みについてお聞

かせ願います。 

２つ目です。歴史と文化の漂うまちづくりを進める

ためにも、都市計画マスタープランの改訂にあたって

は、「おばなざわ花笠まつり」と「芭蕉が10泊したまち」

を際立たせるような内容としてはどうでしょうか。お

伺いします。 

３つ目です。世界的な俳句ブームの中、市制施行60

周年を記念して開催される市民俳句大会は、本市を対

外的にＰＲする絶好の機会となりますが、これからは

銀山温泉のインバウンドのお客様を含め市内に誘導す

るために俳句だけにとどまらず、華道や茶道、日本舞

踊や地域に伝わる大衆芸能などの日本文化を積極的に

PRし、まちづくりの中で展開していってはどうでしょ

うか。ご所見を伺います。 

３つ目の質問です。「食と農」を要にした令和の新観

光ビジョン策定について２項目お尋ねします。 

１つ目に、地球温暖化による近年の異常気象におい

て、農産物の高い品質保持と安心できる出荷管理体制

が求められております。これらの取り組みを継続する

ことで農業従事者の安定した収入と農業に対する誇り

へと繋がっていくものだと思います。そのような中で

後継者の育成と新規就農者の受け皿づくりは大変重要

であり、本市の農業の担い手対策を再構築する必要が

あると考えますがいかがでしょうか。 

２つ目に、定住人口の拡大を図るためには、まず、

「関係人口の拡大」が重要であると考えます。「食と農」

収穫期にそれを要にして、プチ定住するプログラムを

構築することで、農繁期の人手不足解消とその後の定

住につながる関係人口の拡大を図ってはいかがでしょ

うか。 

４つ目の質問です。これからは山の保全が大切だと

考えております。「山の保全は地域の仕事起こしから」

ということで、２項目についてお答え願います。 

１つ目は、中山間地の人口減少は、山の荒廃が大き

な原因となっております。現在、中山間地域にとどま

らず、学校の敷地や幹線道路、さらには中心市街地に

も鳥獣被害が拡大しています。また今年は山の日に、

御所山の登山道が崩落していたために、遭難騒ぎもあ

ったようです。市では今後、山の保全をどうお考えで

あるか、どう向き合っていくのかお尋ねします。 

 山の保全は、中山間地域の定住にも大きく影響しま

す。教育の一環として、子ども達に「山や自然を守る

大切さ」や「全ての生き物の命の尊さ」を伝えていく

必要があると考えますが、市長のご所見をお聴かせく

ださい。 

５つ目の最後の質問です。尾花沢の豊かな水質の利

活用について２項目お答えください。 

 先日近隣住民に対して、説明会がなされたと聞く中

沢川の小水力発電事業の内容についてお聞かせ願いま

す。 

また、徳良湖のため池など整備事業推進計画の進捗

状況と今後の展望についてお聞かせ願います。 

以上、私の壇上からの質問はこれで終わりますが、

内容によっては、自席からの再質問をお許しください。

それではご答弁よろしくお願いいたします。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

〔市長 菅根光雄 君 登壇〕 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 塩原議員から、大きく５項目について、そして多岐

にわたる質問をいただいております。順次お答えさせ

ていただきます。 

 まず日本遺産について、現在「山寺が支えた紅花文

化」山形県推進協議会を中心に、参画市町全体で構成

文化財を活用し、観光振興、地域活性化並びに文化の

伝承に努めております。「山寺が支えた紅花文化」推進



協議会の構成団体には山形県紅花振興協議会も参画し

ており、本市の構成文化財も含め日本遺産の魅力を発

信するため、ネットワークが構築されております。 

 本市でも、日本遺産の認定を契機に、日本遺産認定

実行委員会を設立し、話し合いの場を設けてまいりま

した。本年度は、芭蕉、清風歴史資料館での雅楽展の

企画や、芭蕉、清風歴史資料館から養泉寺までの道し

るべとなる看板の設置を計画しております。また、尾

花沢雅楽保存会を設立し、雅楽の伝承、継承のための

衣装購入整備を進めております。今後とも、日本遺産

認定実行委員会の皆さんのご意見を伺いながら、構成

文化財をより効果的に周知できるよう取り組んでまい

ります。 

 四大まつりについて２点質問がございましたので、

順次お答えいたします。 

 初めに、市民が一丸となって祭りに関われるようテ

ーマを定めることについてですが、祭りの運営に市民

自らが積極的に関わってもらえれば、今の祭りよりも

もっと素晴らしいものになると考えます。テーマを定

め具体的な目標を掲げるほか、例えば、実行委員会の

各団体からイベント当日に実働員を１名出していただ

けるようにして、市民が参加しやすい形をつくってい

くことが祭りの成功へとつながると考えております。 

 次に、祭りにおける周遊コースの構築とＰＲの展開

に関する質問についてお答えいたします。 

 周遊コースの構築と効果的なＰＲについては、本市

の四大まつりにおいては、市外からの誘客を求めるう

えで非常に重要な要素であると考えています。 

 平成30年度の雪まつり・ウインタージャムにおいて

は、会場が真冬の徳良湖であることから、気軽に参加

できる対策としてシャトルバスを運行したところです。

会場と大石田駅を結ぶ便のほか、銀山温泉からの便も

運行し、宿泊キャパ人数の１割を超える約100人の宿泊

客を呼び込むことに成功しております。中には海外か

らのお客様もおり、「日本の雪遊び」を大いに楽しんで

いただいたところです。 

 またＰＲ方法の新たな手法として、徳良湖スノーラ

ンドを市外へ発信するため、スマートホン用のバナー

広告を実施しています。国道347号を活かした交流人口

の拡大を目指し、配信エリアを宮城県大崎市圏域とし、

徳良湖温泉の割引きクーポン付きのバナー広告を設置

しました。比較対象として天童市周辺にも配信してみ

ましたが、閲覧数は宮城県の方が圧倒的に多く雪を活

かした誘客に効果があったと感じております。エリア

をしぼってＰＲすることも誘客につながる効果的な方

法でありますので、様々なＰＲ方法を併用しながら周

知してまいります。 

 次の、地域の歴史文化の継承における学校での取り

組みについては、教育委員会より答弁いただきます。 

 平成13年５月に策定された都市計画マスタープラン

は、目標年次を平成32年即ち令和２年とし、平成27年

３月に中間見直しが行われ現在に至っております。今

年度から、目標年次を20年後の令和22年とする新たな

都市計画マスタープランの策定作業に入る予定となっ

ております。 

 当市の歴史と文化につきましては、尾花沢は、江戸

幕府の直轄地として代官所が置かれ、また羽州街道の

宿場町として古くから政治や商業の拠点となっており、

現在のまちの原型となっております。平成27年３月に

改定した現行都市計画マスタープランにおいては、全

体構想の基本方針の中に「現在に至るまで受け継がれ

てきた歴史、文化資源等を本市の個性的、魅力的な景

観形成として演出する」ことや、市街地整備構想の中

心市街地整備方針として「歴史を生かした演出」につ

いて盛り込まれております。 

 「歴史を生かした演出」には、都市計画道路中央通

り線を歴史的な街並みの形成と、自動車の速度を抑制

する処置を講じ、歩行者にとって安全な通行空間とす

る歩車共存道路により、歩くまちなみを形成する考え

や、都市計画道路梺新町線では「芭蕉、清風歴史資料

館」等の施設を活かし、奥の細道のイメージを演出す

ることなどが盛り込まれております。これまで、鈴木

清風屋敷跡の道標や関連するのぼり旗の設置等が行わ

れ、今年度は、芭蕉来訪330周年に合わせて芭蕉、清風

歴史資料館から養泉寺までの案内板の設置や、養泉寺

から見る羽州街道の素晴らしい景観の案内などを予定

しております。また、かつて町内を巡行した祭山車が

通れるよう、都市計画道路中央通り線の改良整備や電

線地中化についても、重要事業に掲げ関係機関に要望

しております。 

 次期計画の策定作業におきましては、これらの現行

都市計画マスタープランの内容を基に、「第７次尾花沢

市総合振興計画」や他の上位計画との整合性を図り、

社会情勢の変化や地域住民のニーズを的確に把握し、

魅力ある計画となるよう作業を進めてまいります。 

 次に、海外のお客様に日本文化をPRしてはとのお尋

ねですが、今年度は、芭蕉来訪330年そして市制施行60

周年を記念して、市民や市内勤務者、本市出身者を対

象に、みんなの俳句大会を実施しております。俳句を

詠むことで、俳句のよさや楽しさにふれる機会をつく



ることを目的として募集したところです。 

 また、華道や茶道など日本文化のＰＲについても、

市文化祭や各地区公民館事業などでも、華道や茶道な

どを体験、鑑賞する事業も企画しております。まずは、

銀山温泉組合や観光案内所、観光物産協会とも連携し、

インバウンド客への周知をはかってまいりたいと考え

ております。 

 続いて、「食と農」を要にした観光ビジョンに関する

お尋ねです。 

 持続可能な農業を実現していくためには、担い手対

策は急務であり、極めて重要な課題であると認識して

おります。現在、本市農業の基幹作物であるスイカを

例にとってみても、農家の高齢化が進み、担い手とな

る後継者は大きく減少しています。 

 こうした状況を踏まえれば、現在の農家の方々がス

イカ作りを止めれば、産地全体として規模が縮小する

という懸念があります。そこで、次の担い手の就農率

を高め、さらには規模を拡大し、尾花沢ブランドのス

イカの維持発展を担っていただく必要があります。 

 一方で、個々の農家側から見ても、若い担い手育成

のためには、スイカのブランドを確立した先代からの

確かな生産技術の継承に加え、現在の規模を拡大し、

ＩＣＴ等のスマート農業による省力化・効率化の技術

も取り入れながら、情報発信やマーケティングや流通

の強化も含めて、企業体としての経営力強化を図り、

儲かる農業を実践していくことが重要と考えます。こ

のようなことを踏まえながら、次世代担い手の就農意

欲の向上が図られるよう対策を講じていかなければな

りません。 

 加えて、新規就農対策も担い手確保の重要な施策で

ありますので、今、本市が行っている担い手育成事業

について紹介します。本市では、市単独事業や国の補

助事業を活用して、新規就農者の支援を行っておりま

す。スイカ栽培に関する受け皿として、現在５軒の農

家の方々からご協力いただいており、今年度は市外か

ら転入された３組４人の就農希望者がスイカ栽培の研

修を受けております。今後、さらなる新規就農者を受

け入れるために、栽培技術の継承にご協力いただける

登録農家数を増やしていかなければなりません。 

 また、今年度より「スイカづくり研修会」を開催し、

スイカ栽培に必要な知識を学ぶ講習会を行っています。

国及び市の補助制度を利用しながら学ぶ研修制度は２

年間となっており、期間中に全てを学ぶことは難しく、

課題となっておりました。研修会では月に２回、県北

村山農業技術普及課の指導員を講師として、現場では

学びきれない病害虫や農薬の基礎知識、土づくり等の

講義を行なっております。当初は市外から転入された

新規就農者と研修生の約10名を想定しておりましたが、

充実した講義内容に、既存の市内スイカ農家の若手後

継者も受講され、９月現在で29名が受講しております。 

今後も尾花沢スイカという地域の財産と、その生産技

術の伝承、若手農家の情報交換の場として、関係機関

の協力を得ながら「スイカづくり研修会」を継続し、

担い手の育成に取り組んでまいります。 

 また、全国的に進む少子高齢化や人口減少に伴う地

域の衰退、農業の後継者不足、あるいは空き家対策な

ど、大きく変化する社会情勢の中で、移住・定住対策

は重要な取り組みととらえ、その促進策について力を

入れて取り組んでおります。 

 本市では、平成29年に尾花沢市移住推進協議会を発

足し、関係機関連携のもと、Ｕ・Ｉターン者への支援

をはじめ、首都圏を中心に開催される移住相談会など

に積極的に参加し、本市の魅力をご理解いただくなど

関係人口の拡大に努めております。 

 農繁期の人手不足は、農家にとって大きな悩みの一

つです。県では農産物の収穫・選果・箱詰めといった

短期間に多くの労働力を必要とする時期の援農対策と

して、大学生による援農隊の受け入れに取り組んでお

ります。今年は、尾花沢スイカの収穫作業にも東北学

院大学の学生が駆けつけてくれました。 

 この取り組みは、労働力不足の解消が大きな目的で

はありますが、若者の収穫体験を通じ、農業や地域の

魅力発見につながり、興味を持ってもらう絶好の機会

でもあります。本市では初の試みであったため課題も

ありますが、尾花沢に来てありのままの尾花沢を見て

感じとっていただき、まずは尾花沢のファンになって

いただけるよう事業を継続していきたいと考えており

ます。本市では、スイカの就農を目指す方の作業体験

に対する「すいか耕作チャレンジ支援事業」や、気軽

に尾花沢の暮らしを体験できる「田舎暮らし短期体験

事業」があります。いずれも移住・定住を目的に気軽

に参加できるよう、宿泊費や旅費もしくはレンタカー

費用の一部助成が受けられ、目的別にメニューを組み

立てております。実際に、２年間でこの制度を数回利

用し、９月から移住した方もおられます。 

 このように、収穫体験などをきっかけに尾花沢を知

っていただき、関係人口の拡大を図りながら関係機関

と連携して移住・定住につなげていければと考えてお

ります。 

 荒廃が進む山の保全等に、どのように取り組むかの



お尋ねです。 

 木材価格の低迷により、伐採時期を迎えながら活用

されない、あるいは植林はしたが下刈りや除伐・間伐

されずに放置されている山林が年々拡がっております。 

 国土保全や水源涵養などの公益的機能を有する森林

の荒廃は、大雨などにより土砂崩れや洪水の発生も懸

念されます。また、山と里との境界の不明瞭化が野生

鳥獣による農作物被害の拡大につながり、山際の農地

では耕作を断念せざるを得なくなった農地が拡大して

おります。 

 市では、県みどり環境税を活用した「里山林整備事

業」を実施し、里山景観の保全とともに野生動物との

緩衝帯、いわゆるバッファゾーンを整備し、森林の荒

廃を防ぐ取り組みを行なってまいりました。 

 国では、利用期を迎えつつある森林資源の有効活用

と計画的に再造林する必要があるとして、今年４月か

ら森林経営管理法が施行され、森林所有者の森林管理

の責務が明確化されました。これに併せ森林環境譲与

税が創設され、人工民有林の整備と活用、林業に携わ

る人材の育成支援のための財源とされたところであり

ます。 

 市でも、林業振興を図るために何をすれば良いかを

検討するため、森林活用の先進地である最上管内を北

村山森林組合とともに、川上の伐採・育林の現場から、

川中の製材・集成材・チップ製造工場、川下のバイオ

マス発電所までの一連の流れを視察してきました。木

材加工施設がある新庄中核工業団地までは市内から30

分程度の近距離にあり、こうした既存施設を活用する

ことで、本市の森林が木材の供給拠点として活用でき

る可能性を感じてきたところであります。 

 森林所有者による森林経営計画の策定、森林組合等

の林業事業者の担い手の育成、高性能林業機械の導入

支援、路網の整備など課題は山積しておりますが、先

ずは市と森林所有者、さらには森林組合が連携し、森

林環境譲与税を活用しながら森林整備の推進に努めて

まいります。 

 なお、２点目の学校での取り組みについては、教育

委員会より答弁いただきます。 

 次に、中沢川の小水力発電に関するお尋ねです。 

 現在、東京の民間企業から、中沢川において小水力

発電事業を行いたいとのお話をいただいているところ

です。 

 伺った事業概要によれば、中沢川は雪の多い山間地

にあり、年間を通して安定した水量が得られること、

河川の高低差が大きいことなど、小水力発電所に適し

た立地条件に着目し、2016年から河川の流量調査を行

っているとのことです。 

 その後2017年に当該企業から市に対して、小水力発

電事業を検討している旨のあいさつがあったところで

す。 

 その後、事業個所となる中刈地区、農業用水の受益

エリアとなる中島、行沢地区において説明会を開催し、

地域住民の理解を求めながら事業を進めているとの報

告を受けております。 

 市としては、中沢川には登録有形文化財としての中

沢川砂防堰堤があるため、自然保護や景観に配慮して

いただくとともに、中沢川流域から水を引いて農業用

水に利用している水路もあることから、関係住民に対

して事業概要を十分説明いただき、農業用水の受益者

が不利益を被らないよう要望したところです。 

 ２月22日の全員協議会でも報告しましたとおり、徳

良湖については、平成29年度にボーリング調査による

堤体の耐震診断が行われ、東日本大震災や熊本地震と

いった最大級の強さの地震が当該地点で発生した場合

には堤体の一部が円弧滑りや液状化により変形し、越

水する危険性があると指摘されました。その対策とし

て、堤体の押え盛土などの耐震補強が必要であると報

告を受けたところです。 

 その後、村山北部土地改良区および県と協議を重ね、

農村地域防災減災事業（ため池等整備事業）でござい

ますが、これを活用し事業に取り組むこととし、現在、

事業採択に向けた基本設計や事業計画の策定を進めて

おり、順調に事業が採択された場合には、令和３年度

から測量設計、その後工事着手できるものと考えてお

ります。 

 徳良湖は間もなく築堤100周年を迎えます。今後も市

民の憩いの場や冬季用水の確保など多面的に活用して

いくために、関係機関と連携して事業採択を目指して

まいります。 

 以上、答弁とさせていだきます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 教育指導室長。 

◎教育指導室長（髙 橋 和 哉 君） 

 学校教育に関わる２つのご質問について、教育指導

室よりお答えいたします。 

 初めに、２つ目のご質問の②について、地域の歴史

や文化に関わって、学校教育における取り組みについ

て申しあげます。 

 まず、尾花沢まつり当日は、花笠踊りや太鼓、祭り

囃子などへの積極的な参加を促すために、特別な場合



を除き、市内すべての小中学校が休みとしております。 

 また、授業においては、尾花沢小学校の養泉寺を訪

問しての歴史の学習、常盤小の「お城山の日」を設定

しての登山体験、福原小の歩きながら地域の歴史を学

ぶ活動などを実施しております。また、本市の事業と

して、芭蕉、清風歴史資料館で「史跡めぐり」や「俳

句大会」を実施したり、地域の行事としては、宮沢地

区のカボチャ転がし、北郷地区の地蔵転がし、細野地

区の虫送りなど、それぞれの地区の特色を生かした活

動が行われております。 

 このような地域行事への参加を通して、先日行われ

ました全国学力学習状況調査では、「地域の行事に参加

している」という問いに対して「そう思う」と答えた

こどもの割合が、尾花沢市では中学校で90.1％、小学

校で95.3％という大変高い結果であり、全国平均と比

較しても大変高い結果となっております。 

 地域行事を守り受け継いでいく子どもたちを育てる

教育を今後とも推進していくとともに、学校現場では、

地域人材の活用、そして地域の施設訪問などの一層の

充実を図ってまいります。 

続きまして、４つ目の②、「山や自然を守る大切さ」

や「全ての生き物の命の尊さ」を伝えていってはどう

かというお尋ねについてお答えいたします。 

「山や自然を守る大切さ」につきましては、山形県

みどり環境税を活用して、子育て支援事業としてのお

ーばん琴の森の活動や、森の学校自然学習会、地域提

案型自然学習会支援など、自然の中で野外活動を通じ

て森林を身近に感じてもらう取り組みや、市内全小学

校の258名で構成する緑の少年団活動を支援していま

す。 

 また、「全ての生き物の命の尊さ」につきましては、

第６次山形県教育振興計画では、目指す人間像の１つ

に「いのちをつなぐ人」があげられております。また、

これを受けて、尾花沢市の学校教育全体構想では「い

のちの教育の推進」が示されております。これらは、

自分や他人の生命を大切にすることはもとより、すべ

ての動植物の生命の尊さを実感することのできる子ど

もを育てたいという願いが込められております。 

 議員からのご指摘のとおり、「自然愛護」「生命尊重」

「食育」などは、人間の生き方や生命の尊さについて

再認識する、大切な指導内容であります。他者の「い

のち」をいただきながら生きている私たちの存在につ

いて、振り返る場面を大切にして参ります。日常生活

では給食の時間などで、また、授業では特別の教科道

徳を中核とし、今後も一層の指導の充実を図ってまい

ります。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 塩原議員。 

◎11番（塩 原 未知子 議員） 

ありがとうございます。また、今回もたくさん質問

いたしましたので、丁寧にご答弁いただきましたので、

再質問のほうは、予定した中で重要と思われるところ

だけを、また質問させていただきたいと思います。 

まず、先ほど紅花文化ということなんですけれども、

私の質問のその紅花文化もそうなんですが尾花沢四大

まつり、四つのまつりがあるわけですけれども、ここ

に若い方々、本当に中学生や小学生も含めた若い方々

が本当に待ち望んで参加したくなるようなっていうこ

とで、再質問をさせていただきたいと思います。その

ようないろいろな遺産として認定された記念すべき今

年であります。年号も変わりました。これからどうい

うふうに伝えていくか、そしてその伝えていく中でど

ういうふうに行っていくかというところに、これから

再構築が必要なんではないかと思っておるところであ

ります。そこで再度お尋ねいたします。先ほどの質問

の中にさまざま新しく尾花沢雅楽保存会を立ち上げて

と、設立しての雅楽の保存もということで、さらに深

い文化のほうも保存するという形でご答弁ありました

ので、そのような、昔のことを後世に伝えるようなと

ころをこの四大まつりの中にどういうふうに伝えてい

くのか、少し再質問お願いしたいんですけれども、ご

答弁お願いします。教育の面でも結構ですので子ども

たちにということでお願いします。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

社会教育課長。 

◎社会教育課長（五十嵐 満 徳 君） 

今年度は本当に、芭蕉来訪330年の記念の年、そして

市制施行60周年の記念すべき年ということで、節目の

年に当たっております。昨年日本遺産に認定された尾

花沢雅楽、そしてまつり囃子、本当に今年度について

は、いろんな面で事業を展開させていただきました。

特にまつり囃子に関しましては、春に小中学生そして

高校生、成人まで含めまして、まつり囃子の教室を開

講いたしまして、20名以上の指導者、そして40名以上

の生徒さんを含めまして、毎週活動をやっていただい

ております。花笠まつりを中心に、尾花沢まるだしま

つり、そして新春祝賀会やいろんなイベントで、子ど

も達が見事な演奏を披露していただいているところで

ございます。今後とも、日本遺産に認定された本市の

有形文化財を後世に伝えていくための企画をどんどん



出しまして、発信してまいりたいと思います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 塩原議員。 

◎11番（塩 原 未知子 議員） 

ありがとうございます。四大まつりと言うと、春夏

秋冬この尾花沢の四季を、とにかくたくさんの人たち

に伝えるということもそうなんでしょうけれども、住

んでいるわたくしたちが十分に楽しむようにと思って、

確か設定した四大まつりだったと思われます。そのよ

うな心も含めて伝えていくようにしていただきたいな

と思っておるところです。中でも、まるだしまつりと

雪まつりに関しては、自由にいろいろなアイデアを取

り入れてのまつりの構成ができるものだと思いますの

で、子どもたちの意見なども踏まえまして、いろいろ

なところを活用していただければと思います。特に、

鶴子の皆様が今日来ていらっしゃるということなので、

まるだしまつりで大根の販売をしたのもたぶん初めて

だったと思います。学校の取り組みが、直接四大まつ

りの中に入り込んだということも初めてだったと思い

ますので、そのような形でいろいろな展開を考えてい

ただければいいかなと思っております。まず、この冬

の周遊コースを何とかできないのかなと、私のほうで

も思っているところなんです。先ほどのご答弁をお聞

きしまして、それがＰＲ効果としてどのようになって

いくものかも含めて、これから四大まつりにおいて展

開が見えてくるのかなと思われますので、今年の冬の

様子などちょっと少しお聞かせください。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（永 沢   晃 君） 

今、塩原議員のほうからは、まず今度来る冬の周遊

コースという形の質問であります。もうすでに雪まつ

りに関連する庁内の話し合いが進んでおりまして、今

ちょうど雪まつり、ウィンタージャム等については、

若い人を中心として実施していますので、早速今月に

なってもう２・３回話し合い進めてる状況です。特に

あの冬の観光となりますと、一番はやっぱり銀山温泉

の雪景色見に行きたいっていう方々多いわけですけれ

ども、私は鶴子地区にあります花笠高原スキー場と先

ほど言いました、３年目になる徳良湖での冬のイベン

ト、特に１月から３月までスノーランドいうものもあ

りますので、この２つの場所で、私は尾花沢の冬を十

分満喫できるのではないかというふうに考えておりま

す。例えば、鶴子地区には、特にスキー場でスノーボ

ードの人すごく多いですよね。スノーボード用のジャ

ンプ台、大きいジャンプ台ありまして、キッカーとい

う言葉使うんですけども、そのボーダーに本当に人気

があるのは、鶴子のスキー場であります。また、徳良

湖のスノーランドにつきましては、冬だけの雪の遊び

場として、温泉の前に大きな雪の山を作りまして、そ

こに子ども達はソリ、大人の方はスノーモービルを乗

ったりする場所で、２月の雪まつりの会場でもメイン

会場としてそこを使っております。徳良湖スノーラン

ドから鶴子の花笠高原スキー場へ、またはその逆で、

花笠高原から徳良湖へとか、そういうふうな周遊を促

すことができればやってみたいなっていうふうに考え

ております。例えば、スノーランドには昨年度2,645

名、その６割、半分以上が県外またはその外国人、市

外の方でありました。ですので、手ぶらで雪に遊びに

来れる場所として来てくれているようです。スノーラ

ンドでソリを半日楽しんだ家族が、そのあと花笠高原

スキー場で、スキーやスノーボードにチャレンジして

もらえるように、例えばですけど２時間スキー・スノ

ボチャレンジレンタル無料券なんかを発行してみると、

徳良湖から鶴子へも周遊してもらえるなど、今ある資

源で、繋ぐ事も可能なのかなと思っておりますので、

今年の冬あたりから、そういう周遊コースをイメージ

できるものとして取り組んでみたいと思っております。

以上です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 塩原議員。 

◎11番（塩 原 未知子 議員） 

ありがとうございます。それぞれの地域にある本当

に宝を繋ぐようなルートになれば素晴らしいなと思っ

てお聞きしました。その徳良湖なんですけども、２年

後に100周年を迎えます。いろいろなアイデアも市民の

皆さんから提案もあると思いますので、ぜひそのあた

りも含め、どんどん参加したくなる、まつりに行くだ

けではなくて企画に参加したくなるというような思い

も起こってくるような呼びかけをしていただければい

いかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いい

たします。先ほど言った徳良湖なんですけども、５番

目の質問で、水資源の利用についてということで、徳

良湖がこれから調査に入るということですので、この

事業の採択をぜひ実現していただきまして、100周年を

さらに未来につなげるような形にしていただきたいと

思います。また、中沢川の小水力発電に関しましても、

尾花沢にある水資源を有効活用して、さらには中沢川

の砂防の登録有形文化財というのを私も初めてお聞き

しましたけれども、自分の地域で無かったものでそう



いう文化財があるということを、ここでご答弁で分か

りましたけれども、皆さんに分かるような形で、自然

保護だけでなく遺産としても十分伝えていっていただ

きたいなと思います。小水力発電に関しましても、今、

大規模停電で、電力が大変重要なものだと皆さん認識

しておりますので、これを地域で使えるようなことに

はなるのかどうか、その辺りはこれからなんでしょう

けれども、しっかりと地域と連携しながら大切な水資

源を利活用していただきたいと思います。これについ

て再質問はいたしませんので、次の質問をいたします。 

歴史と文化の継承を本町まちづくりのビジョンの要

にしてはどうかというところで、もう一度お伺いしま

す。先ほどお話のほうで、特にマスタープランがこれ

から作成されるということで、いろんなアンケートも

なされるかとは思います。尾花沢の場合、北限の代官

所が置かれていた、直轄地として置かれていたという

こともありまして、尾花沢小学校がその場所でありま

す。そういう歴史も踏まえていろいろなこれからの都

市計画がなされると思うんですけれども、先ほどご答

弁の中で、奥の細道のイメージを演出することなどが

盛り込まれっていうことがありましたけれども、この

前まつりが終わったばかりで、私は本当にまつりの時

に様々な昔ながらの風景を残せたらなと思ったところ

です。そのようなことを思っておられるのかなと思っ

ておるんですけども、この演出をするという事ってい

うのはどんなことなのか聞かせください。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 建設課長。 

◎建設課長（近 藤 二 弘 君） 

お答えいたします。都市計画マスタープランについ

ては、先ほど市長が答弁したとおり、今年度と来年度

２ヵ年にかけて、新たな20年後を見据えた計画を立て

ていく予定でございます。今、その準備をしていると

ころでございますけれども、現行マスタープランにお

いても、塩原議員仰せのような、歴史と文化の漂うま

ちづくりということは謳われておりまして、こういっ

たことは、新たなマスタープランにも普遍的なもので

あると思いますので、受け継がれていくべきものなの

かというふうに考えております。その辺は実際の策定

作業の中で進めてまいりたいと考えておりますが、奥

の細道の演出というふうなことは具体的にどういうふ

うなことなのかということでございますが、実際に今

現在進めているところは、先ほどの答弁にも盛り込ま

れておりますけれども、芭蕉、清風歴史資料館の施設

を活かしたまちづくりということで、実際やっている

ことで、鈴木清風屋敷跡の道標や、本年度予定してお

ります資料館から養泉寺への案内板の設置とかが具体

的になると思いますけれども、今後どういったものが

考えられるか、マスタープラン策定作業の中でも話し

あってまいりたいと考えております。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 塩原議員。 

◎11番（塩 原 未知子 議員） 

今後の中でも議論されると思いますが、私はこの前

のまつり渡御を最初のところからずっと歩きまして非

常に思ったんですけれども、１箇所でも良いので、電

線が無いすかっとしたところで、まつりの屋台が通っ

たならば、それは昔の風景ということで思えるのかな

と思いました。先ほど答弁の中にも、山車が通れるよ

うなということで、電線地中化という言葉がありまし

たので、ぜひこれに向けてもマスタープランの中で、

お話なればいいなと思っておるところなんです。市長

のご所見はどうですか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

実は私も、まつりに関しては、現在尾花沢四大まつ

りという形てでやっておりますけども、先日行われた

尾花沢まつり、このまつりについても、もっともっと

いろんな角度から考えていかなきゃならないというふ

うに思っております。ちょっと時間いただきますけど

も、例えば、まつり実行委員会、そのあり方、そして

実働部隊、現段階では市の職員の方々が大半が街に出

て、そして一生懸命頑張ってくれています。本来なら

ば実行委員会が主体となってやって行かなければいけ

ないっていう形だと思うんですけども、どうしても充

て職でやってしまっている、実際に実行委員会をやっ

ても、委員の皆さんの半分も出てこない、その中でま

つりを進めなきゃいけない、準備をしなきゃいけない

と、どっかに必ずしわ寄せがきます。こういう形で、

長く歴史のあるこの尾花沢のまつりを、今後どうすれ

ばいいのかというのを考えた時に、本当に基盤の強い

実行委員会を作っていかなければならないんじゃない

かなというふうに思います。尾花沢以外の歴史あるま

つりについては、やはりその辺が物凄くしっかりして

おります。そういったところも参考にしながら、尾花

沢では取り組んでいかなければならないと思っており

ます。確かに今回のおまつりは、平日ではございまし

た。でも天候に恵まれました。雨の予報も本当に晴れ

て、本当にまつりに参加する皆さんが楽しむ、これも



一番大事であろうと、まつりそのものは、観光客も大

事なんですけども、まつりに参加する方々がまつりを

楽しむことがまず第１番目にあって、それを観光客の

皆さんは見てまた一緒に楽しんでいただく、そこが主

だと思います。今、塩原議員が仰せの、今２階にある

あの山車をもし再現したらといつも考えています。あ

れをもし再現すれば多分１億円以上のお金がかかるで

あろうと、クラウドファンディングでやったとしてど

のぐらい集まるのかなとかね、もしあれを再現できて、

まつりにあれを投入するという形になった時には、歩

道橋の問題、電線の問題あります。でもいつか街の電

線の問題を解消することができるならば、いつかあの

山車を、市民の皆さんにもまつりのシンボルとして愛

していただけるような、そんな形にやっていただきた

いというふうに思います。できるだけそういったこと

を含めてですね、まつりのあり方、そして今後のまつ

りをどういうふうに持っていくか、そして街並みをど

んなふうにしてまた考えていくか、残念ながら街の中

には家並条例はございません。そういったことを含め

た時に、今後その尾花沢らしい雰囲気をどうやって醸

しだしていくかということも大事だと思いますし、そ

して先ほどもちょっと話ありました今後のまちづくり

を進めていく上でも、芭蕉、清風歴史資料館から養泉

寺までのその道に道標を作り、さらに現在何もないの

も非常に寂しいですけども、尾花沢小学校が代官跡に

あったと、今後を考えたらあそこにそういった代官跡

ということでもしっかりとしたものを残すべきもので

もあろうというふうに思います。そして養泉寺に足を

運んでいただき、そこからの羽州街道をぜひ眺めてい

ただきたい。夕方なんか本当に、心が締まるような非

常にいい眺めが私は大好きです。そういったところを

守っていきたいというふうに考えております。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 塩原議員。 

◎11番（塩 原 未知子 議員） 

ありがとうございます。私も同じような思いであり

ます。街を守るということを本当に１つ１つ大切にし

ながら進めていかなければいけないのだなとつくづく

思っております。今回、私は横町の地域でしたので中

横町振興会と一緒に渡御したんですけれども、北町の

皆さんからも手伝っていただきまして、大変賑やかに

できました。本当に参加してて楽しい思いが今でも湧

いてきます。最初若衆が５人しかいないっていうこと

で、たった５人の若衆で140人の皆さんを、本当に頭は

凄かったなと思います。若手の皆さんが動きやすく、

とにかくどんどん参加する、手伝うといったメンバー

が増えていったという記憶があります。ですので地域

のあの人数ではなく、やりたいっていうことで、仕事

の休みを取ったり、学校の休みを利用したり、様々夏

休み期間であるんであれば、大学生にどんどん参加し

て頂けるような、そんなおまつりづくりができる時期

があったら良いなとつくづく思っております。その点

に関しまして、これからいろいろ実行委員会がしっか

りとなされれば、どんどん進むのかなと思いますので、

どうぞそのあたりも含めてよろしくお願いしたと思い

ます。市制施行60周年、今年は本当に記念すべき年で

あります。私、今回北村山視聴覚センターのほうから

ＤＶＤをお借りしまして、三浦幹雄さんがお作りにな

った、３年前にお作りになったようですけれども、55

年前の８mmビデオを編集したものなんですけれども、

55年前の尾花沢市の広報ニュースを集めたビデオをず

っと見ておりました。様々、今壊されている庁舎であ

りますけれども、そこが新庁舎と呼ばれていた時の映

像をずっと拝見しますと、本当に活気がある尾花沢の

市役所の皆様の姿が見えました。ですので、これから

この市庁舎新しくなりました。これから本当に前を向

いて、いろいろな新しいことではなく、今までの大切

なことを受け継ぎながらやっていただきたいなと思い

ますので、どうぞこの60周年を記念して、様々昔の映

像なり、昔のあの思いなりを起こしていただきたいと

思いますけれどもいかがでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

ご意見本当にありがとうございます。やはり私たち

は、温故知新、やはり古きを知ってもう一度思い出し

て、そしてここにまた結びつけていくことも大切なこ

とだと思います。ですから尾花沢のそういった貴重な

映像があるわけですので、なんらかの形で60周年の中

で、皆さんに見ていただけるようなそういう場を設定

できないか、ちょっと検討していきたいというふうに

思います。まだ１か月ございますので十分検討してい

きたいと思います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 塩原議員。 

◎11番（塩 原 未知子 議員） 

今日に始まった尾花沢市ではありませんので、これ

から続くためにも、この60周年を記念して、皆様の本

当に意識がますます高くなって、尾花沢のまちづくり

が良くなることをご祈念いたしまして、私の一般質問



を終わります。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

以上で、塩原未知子議員の質問を打ち切ります。こ

こで昼食のため午後１時まで休憩いたします。 

 

休 憩  午前11時41分 

            再 開  午後１時00分 

 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 再開いたします。 

 次に、１番 菅野修一議員の発言を許します。菅野

議員。 

〔１番 菅野修一 議員 登壇〕 

◎１番（菅 野 修 一 議員） 

９月定例会にあたり、先の通告にしたがいまして一

般質問を行います。７月頃の心配された冷夏は、遅れ

た梅雨明けと同時に一転し猛暑の夏が到来し、トップ

ブランドの尾花沢スイカ、そして稲作にとりましても

本当に起死回生とも言うべき喜ぶべき夏だったと思い

ます。尾花沢スイカに関し、ＪＡ関係者は、東部選果

場の８月末出荷実績で、おおよそ55万ケースとのこと

で、対昨年実績より２万ケース上回る見通しであると

語られました。また稲作は、８月中の作柄状況調査で

は、山形県および東北全体としてもやや良という発表

であり、今年は実態と乖離のないような作柄であり、

ともに喜べる作柄であることを祈るところでございま

す。 

私は、７月の選挙において本市の基幹産業の農業が

奮い立つ市政の実現をお訴えし、当選の栄誉を賜りま

した。その思いの１つとして、１番目の質問に入りま

す。 

日本一のスイカ、夏スイカづくりで新規就農者を呼

び込もうの表題で伺います。近年農業従事者の高齢化

や担い手不足により、離農者が相次ぎ農家戸数が減少

している状況にありますが、本市のトップブランド尾

花沢スイカを維持発展させていくためにも、現状把握

に努める必要があると考えます。そこでまず、生産農

家戸数についての増減動向をお伺いいたします。また

スイカ栽培面積の推移はどうなっておりますか。10年

前と比較した現状をお伺いいたします。 

次に、農業次世代人材投資事業では平成25年から令

和元年まで19名の若い皆さんが、市内外から応募され、

本事業対象者として農業習得や経営着手に取り組まれ

てきたとのことであります。青年就農給付金対象者一

覧を見ますと、19名のうち15名がスイカ生産を経営の

主要作物としています。そして３名の方が本事業を卒

業され、ＪＡのスイカ生産部会に入会されたとお聞き

しました。この事業は、新規就農につながっている大

変有効な政策であると考えますが、当局はどう評価し

ておりますか、お伺いいたします。この事業実績を考

えますと、ＰＲ次第では、さらに多くの新規就農者を

呼び込むことが可能ではないでしょうか。農業の高齢

化や離農が相次ぐ中、誠にありがたい担い手確保対策

と言えると思います。「あなたも君も日本一の夏スイカ

作りにチャレンジ」のような、本市ならではのキャッ

チフレーズで、事業周知チラシやホームページ等によ

り、魅力的にＰＲを展開してはいかがでしょうか。８

月15日の農業新聞には、農業次世代人材投資事業の今

年度予算が20億円減額となったことで、自治体混乱と

の一大見出しが掲載されておりましたが、本市への影

響の有無をお伺いいたします。 

２つ目に、準用河川の管理改修等についてお伺いし

ます。県道鶴子線六沢大門橋から上流部準用河川綱木

川約1.1キロの部分については、春の融雪や大雨時の洪

水等により、河川堤防の決壊崩落等が発生し、幾度か

修繕を重ねてきております。下流部一級河川について

は、平成26年に県単独の大規模河川改良事業が完了し、

洪水氾濫が皆無になり、地区民一同感謝いたしている

ところであります。今後、上流部についても河川改良

を実施して欲しいとの、地区住民の声が数多く聞かれ

ますが、今後の改修見込みをお尋ねいたします。また、

この綱木川上流部につきましては、河川管理道路がな

いために、河川のみならず、隣接する農地も管理しに

くく、耕作放棄に繋がってきているのが現状でありま

す。離農とともに、ここ数年で1.5haほど放棄地が広が

り、その中を流れる河川法面も非常に荒廃が甚だしく、

その流域箇所においては、イノシシなど獣の格好の棲

みかと化している状況にあります。河川改修時期に併

せて、河川管理道路の設置を願うところでありますが、

いかがでしょうか。さらには、対岸の立目地区を結ぶ

コンクリート性の高い橋が架かっておりますが、年数

がかなり経過しており、地区民も不安を感じながら渡

っています。安全確保のため、橋の診断をしてもらい

たいが、いかがでしょうか。 

３つ目に入ります。御所山登山道について、私は先

月６日にクラビコース往復の御所山登山をする機会を

得、９名で山頂を踏破し、全員無事に下山できたこと

にとても喜んでいたところであります。しかし、その

数日後、日本一風光明媚な層雲峡コースで、遭難事故

が発生しました。層雲峡コース沢登りの終着は、御宝



前の滝であります。そこから一気に山の峰に登る標高

差300 ｍ以上の崩れやすい崖で、コース中最大の難所

でありますが、その付近で遭難されたと聞きました。

幸い次の日無事救助されて安堵したところであります。

それで再発防止を図るためにも、しっかりと検証する

必要があると感じたところであります。まずは、夏山

登山シーズン前、各コースの点検登山を実施し、コー

ス中の安全確認を行うべきと思います。その結果を踏

まえて登山者への安全対策を取るべきと思いますがど

うでしょうか。危険で登るのが困難と判断されたコー

スであれば、閉鎖を含め告知看板の設置や情報発信等

のいろいろな手段を講じるべきと考えますが、現状と

今後の見通しをお聞きいたします。荒神コースは、火

原沢が大規模な崩落によって、現在通行不可能となっ

ています。そのコースを補完する、荒神古道コースの

整備を図るべきと考えますが、いかがですか。尾花沢

市山の会の５年にわたる調査登山およびコース整備活

動で、荒神コースの合流地点まで十分に通行可能にな

ったとのことであります。それで、そこから先のクラ

ビコース荒神分岐点までの刈り払いによるコース整備

を図るべきと考えますが、いかがでしょうか。 

４番目の徳良湖周辺施設テニスコートのリニューア

ルについてです。テニスの愛好者から、コートが非常

に劣悪な状態になっているとの声をお聞きします。現

地確認をいたしますと、やはり相当でこぼこになって

おり、利用者からの声として、ボールがイレギュラー

してどっちかに吹っ飛んでいくコートだと言われます。

喫緊の課題として、リニューアルを施工し、徳良湖畔

に素晴らしいテニスコートがあると、愛好者から喜ば

れる健康増進施設にしていただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。今後どのような整備計画を立てて

いきますかお伺いいたします。以上でこの場からの質

問を終わらせていただきます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

〔市長 菅根光雄 君 登壇〕 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 ただ今、菅野修一議員より、大きく４点についての

ご質問を賜わりました。順次お答えさせていただきま

す。 

 はじめに、本市のスイカ生産農家戸数ですが、５年

ごとに実施されている農林業センサス調査結果で申し

上げますと、最新の平成27年時点で412戸であり、平成

17年時点の541戸に対して10年間で23.8ポイント減少

しております。また、スイカ栽培面積は、平成27年時

点で354ヘクタールであり、平成17年時点の376ヘクタ

ールに対して10年間で5.9ポイント減少しております。

スイカ生産農家戸数の減少に比べ栽培面積の減少率は

小さく、意欲のある農家に集積されたものと分析して

おります。 

 次に、農業次世代人材投資事業についてのお尋ねで

す。 

 市外から本市で就農を目指す方に対し、研修期間の

２年間を市単独の元気な農業支援事業、その後の５年

間を国の農業次世代人材投資事業（経営開始型）を活

用することで最長７年間の支援が受けられる仕組みに

なっております。新規就農者にとって、衣・食・住に

対する不安が軽減され、栽培技術の習得に専念できる

ように支援しております。 

 これらの事業は、新規に農業を志す方にとっては技

術習得に大きく貢献しており、本市にとっても農業の

担い手確保の観点からも大変重要な施策と評価してい

ます。今後も農業の担い手確保、さらには定住対策と

して積極的に推進してまいります。 

 次に、事業周知チラシによる新規就農者の勧誘につ

いてお答えいたします。 

 全国的に新規就農を検討される方が年々減少してお

り、就農ブームと言われた10年前と比較すると激減し

ております。首都圏で開催される来場型の就農系求人

イベントに毎年参加しておりますが、来場者は最盛期

の10分の１まで減少しております。 

 本市では、新規就農を目指す方には尾花沢で就農す

る自分をイメージしてもらえるよう、スイカづくり体

験会も実施しており、スイカづくり体験会に参加した

方で就農まで至った方もおります。また就農が難しい

方には定住のＰＲや尾花沢ファンになっていただける

ようご案内させていただいており、先般、尾花沢に移

住された青年もおります。 

 現在まで新規就農に関するお問合せをいただいてい

る方の多くは、インターネットを活用して情報を入手

されております。新規就農者獲得に向けた自治体間競

争が激しくなっておりますので、今後はさらに対面式

の情報提供を大事にしながらも、新規就農でスイカ生

産等に実際に取り組んでいる方の活動状況等も市ＨＰ

に掲載し、各種情報の提供を今後も図ってまいります。 

 今年度の農林水産省予算減少に伴う影響についてで

ありますが、国の農業次世代人材投資事業について、

経営開始型の取扱いが見直されるとの新聞報道がなさ

れ、全国的に新規就農者対策への影響が危惧されてい

るところですが、本市では当初から十分な予算を確保



し、新規就農者対策に当たっております。 

 今後とも、受給者に不利益が生じないよう、また、

本市の新規就農対策に影響がないよう、関係機関等に

働きかけてまいります。 

 次に、準用河川等に関するお尋ねでありますが、綱

木川の河川改良については、山形県管理の上流端であ

る県道鶴子尾花沢線の大門橋付近から上流部の1,100

ｍの区間が準用河川に指定されておりますが、現在の

ところ具体的な改修計画はありません。 

 河川改良整備にあっては、河川周辺の状況把握や整

備計画、また改修による費用対効果など、クリアしな

ければならない課題があり、これまで当市が事業主体

として河川改良を行った実績はないようです。 

 さて綱木川ですが、準用河川となっている部分につ

いては、周辺農地の圃場整備事業に併せて準用河川に

指定したものです。 

 ご指摘の箇所については、鶴子六沢土地改良区の圃

場に隣接する通称「古田地区」と呼ばれる箇所で、圃

場整備が未実施のため綱木川が蛇行している箇所と理

解しています。 

 現在、鶴子六沢土地改良区が実施主体となって面的

整備を進めている「徳厳・原の内」の圃場整備事業は、

改良区や関係者の強い働きかけがあって事業化したも

のです。 

 先に申したとおり、農林の補助事業で、面的に圃場

整備を行う場合には、河川改修と併せて実施すること

が多いようです。 

 ご提案いただいた箇所についても地元のコンセンサ

スを得て圃場整備事業として要望をいただければ、関

係機関に働きかけるなど、協力させていただきます。 

 なお、ご質問の橋梁は、市道橋ではないため、橋の

管理者か所有者、もしくは受益者が橋梁診断を行うこ

とになりますのでご理解願います。 

 御所山の登山道についてのお尋ねです。 

 御所山については、先月、登山者の遭難事故が発生

しました。しかしながら、幸いにも無事救出され安堵

したところです。本市は、やまがた100名山に「御所山」

「御堂森」「大平山」「二ツ森」「翁山」の５つの山が選

ばれています。さらに、昨今の登山ブームにより、本

市の山々にはたくさんの登山者が訪れています。尾花

沢の雄大な自然を楽しく満喫していただけるよう、災

害リスクを減らす安全管理に今後とも力を入れていく

考えです。なお、御所山登山道の安全対策の具体案に

つきましては、担当課長より答弁いたさせます。 

 次に、徳良湖周辺施設の湖畔テニスコートについて

のお尋ねです。 

 湖畔テニスコートについては、早期の改修が必要で

あると考えております。平成２年11月に完成し翌年に

オープンした同施設は、４面のコートとナイター照明

を完備し、若い愛好者を中心に人気を博しました。し

かし、現在は整備から30年が経過しており、コートや

防球ネットにも劣化が目立っている状況です。 

 徳良湖周辺については平成30年３月に策定された

「徳良湖周辺整備マスタープラン」がありますので、

当該プランに基づき改修を進めてまいりますが、支柱

等の劣化も進んでおり安全性を考慮すれば、緊急度は

高いものと考えています。 

 現在の利用状況を考慮すると、改修については、ナ

イター照明を活かした人が集える場所として、施設の

一部をテニスばかりでなく新たな用途で活用すること

も検討する必要があると考えています。例えばマスタ

ープランにも記載されている、東京オリンピックから

正式種目になるスケートボード等で利用するモジュラ

ーパンプトラックを設置するなどし、新たな客層への

アプローチと、若者たちのコミュニティの場所として

活用していただければと考えています。 

以上、答弁とさせていただきます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（永 沢   晃 君） 

 御所山登山道について、整備関係についての質問で

あります。順次お答えいたします。 

１つ目の、点検登山についてでありますけども、例

年、雪解け後の５月中に実施しております。ただ夏草

が繁茂する時期も考慮しますと、夏山シーズン前にも

実施する方向で考えていきたいと思っております。 

２つ目の確認後の安全対策についてでありますけど

も、倒木や崩れた土砂の撤去、あとはチェーンの補修

等、状況に合わせて行っております。しかし、山の中

ですので、刻々と変わる厳しい自然環境の中では、豪

雨や台風によっても土砂崩れ等、登山道が一変するこ

ともあるようです。そのため、市の実施する点検だけ

では、やはり限界がありますので、登山者からの情報

も大変重要だと考えております。 

３つ目の危険で登れないコースにつきましては、今

般の事故を受けまして、直ちに御所山荘から落合まで

の周辺に看板を設置しております。また、現地の入口

または落合にあります大きな地図の看板がありますの

で、その看板上の地図にも通行止めを表示して、また

その他に、御所山につきましては、６市町からなる協



議会がありますので、近隣市町にも通達を出したとこ

ろであります。 

 御所山には沢下りを含めますと、近隣市町の倍以上

の４つのコースが本市のコースとしてあります。中に

は傾斜がきつくて上級者に特化したようなコースもあ

ります。その際、下刈り機械だけでは借り払いができ

ない場所もあります。大変管理が難しい部分もありま

すので、今後は関係団体または森林管理署等とも協議

しながら、議員仰せであります閉鎖についても視野に

入れながら、検討するべきではないかというふうに考

えております。 

次に、４つ目の荒神コースの整備についてでありま

す。崩落した既存の荒神コースの代替えになる古道の

開削、先ほど議員仰っていましたけれども、これが尾

花沢市山の会で進められてきました。そしてつい先日

になりますけども、通れるようになったというふうな

連絡が入っております。今後は、議員仰せの、その先

の山頂を目指すまでのコースの再整備を、山の会や御

所山を守る会の方々と現在話を進めております。来年

には刈り払いを実施して、早ければ来年、もしくは再

来年の開通を目指す考えであります。その際、古道の

コースを開削したということでありますので、ＧＰＳ

での調査を行ない、森林管理署から借り受け許可をい

ただくなどの手続きも並行して進めていく計画であり

ます。以上であります。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 菅野議員。 

◎１番（菅 野 修 一 議員） 

ご答弁ありがとうございました。再質問をさせてい

ただきます。 

本市の夏スイカ日本一についてですけれども、やは

り、ここ10年これによりますと、喫緊のデータにより

ますと、平成27年そして平成17年というふうなことの

データによって記されておりますけれども、やはり農

家戸数はどんどん減っていくと、大きな比例を示して

いるなというようなことを感じられます。また、面積

については5.9％減というようなことで、それなりに辞

められた方は規模拡大する農家の方にお願いしている

のではないかなと、このように思います。しかしなが

ら、やはり減っていくということについては、そのよ

うに進んでいるのかなと思いますので、やはり尾花沢

日本一の夏スイカ、尾花沢スイカということの維持・

発展を考えるならば、一人でも多くの栽培する農家を

増やしていかなければというふうな気持ちでいっぱい

かと思います。それで、ちょっとお聞きしますけれど

も、今年の一覧表を見ますと、これは次世代人材投資

事業でありますが、本年は４名の方が市単独で準備型

で学んでいるようでございますが、県の枠というもの

を使わなかった理由は何でしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

農林課長。 

◎農林課長（本 間   純 君） 

今現在研修されている３農家４人につきましては、

現在市の単独の元気な農業支援事業の就農支援という

ふうなことで、助成を活用させていただいております。

こちらにつきましては、毎月払いとなっており、国の

補助制度は、上期・下期というふうなことで年２回払

いということで、なかなかこう生活に非常に窮する場

合もあるというふうなことですけれども、市の単独は、

月払いということで、非常に手厚くしてございます。

また国の補助交付金については、年間上限で150万円、

市の場合は、生活費・住宅費・活動車両費等、満額受

けた場合、月額18万円、年間で216万円というふうなこ

とで、こちらのほうも手厚くさせていただいていてお

ります。大きな違いといたしまして、国の制度では、

もし就農しなかった場合は、返還を伴うというふうな

大きなリスクを抱えてございます。一方、市の単独に

つきましては、２年間これは仮に就農できなかった場

合であっても、返還は伴わないというふうな大きな違

いがございますので、いろいろな制度を利用者に対し

て説明させていただききながら、より自分が使い勝手

の良いほうを選択していただいているというふうな状

況でございます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 菅野議員。 

◎１番（菅 野 修 一 議員） 

利用者については、選択されてその事業を受けてい

るというなことで、市の単独予算のほうが、やはり随

分手厚くしているなと、私も今のお話、答弁の中で聞

いたところでございます。しかるにやはり、県の予算

の枠もあるわけなんで、もしもっとたくさんの希望者

があったらそれも全部対応していくというふうな考え

でよろしいでしょうかね。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

農林課長。 

◎農林課長（本 間   純 君） 

前段でいろいろな形で就農を目指す方々の会合もご

ざいますけども、そちらのほうに我々も出向きまして、

いろいろな形で情報を提供しながら、来年度以降、就

農を目指す、研修される方いらっしゃいませんかとい



うふうなことで、お話を聞かせていただいております。

その中で、来年あたり行きたいなというふうな見込み

のある方については、我々もできるだけ拾い上げよう

というふうなことで、予算要求、県のほうに対しても

させていただいておりますし、市の予算についても、

なんとか尾花沢の農業の担い手を確保するためという

ふうなことで、要望させていただいておりますので、

ご理解いただければなと思います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 菅野議員。 

◎１番（菅 野 修 一 議員） 

たいへん新規就農者農業次世代人材投資事業に、本

市として、本当に力を入れているんだというふうなと

ころが分かるように思います。ただですね、この担当

課としてもですね、今たぶんこの事業に携われている

方は、一人の職員かと思います。特産品ブランド推進

兼務担当ということでありますが、やはり今後重要政

策としていくには、職員を増やしたり、あるいは今兼

任状態、兼務担当ということだと、なかなかそれに専

念するということができないのではないかなと思いま

す。そういう重要なところにおきましては、専門職と

いうような形もあろうかと思いますけれども、この点

についてはいかがでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

農林課長。 

◎農林課長（本 間   純 君） 

担当職員は、ブランドの関係、６次産業の関係も含

めて担当しております。首都圏での新規就農のセミナ

ーなんかあった際には、農林課の担当職員以外にも、

それぞれの係のほうからもお手伝いいただきながらセ

ミナーに行っておりますし、定住応援課のほうの移住

コーディネーターとかいろんな形で関わっていただき

ながらこなしているところでございます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 菅野議員。 

◎１番（菅 野 修 一 議員） 

この答弁書を見ますと、これからは、新規就農者獲

得に向けて、自治体間は競争が激しくなるというふう

なことも想定されているわけでございます。そういう

中において、やはり尾花沢のほうに来ていただく、日

本一の夏スイカ作りというふうなことで、これだけで

はないと思いますけども、尾花沢で稲作もしたいと、

あるいはアスパラもやりたいというような方もあろう

かと思いますけども、そういう厳しい競争になってい

るというふうなことであればですね、やっぱり、この

施策に力を入れていくとすれば、今後十分に、専門職

あるいは担当職を増員していってもらいたいなと、こ

のように思うところであります。日本一の夏スイカ作

りというこのキャッチフレーズは、わが尾花沢市だけ

しか使えない、この称号だと思います。先人の農家の

皆さんが、長年に築き上げた誇りあるこの夏スイカ日

本一だと思います。それをやはり生業にして、また新

天地を求めたいという思いのある全国からの若者を、

そういう呼びかけに対してまだまだたくさん希望され

る方も多いんではないかと、私は思うわけでございま

す。その辺について、市長どう考えますか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

菅野議員の熱い気持ちがものすごく伝わってくるん

ですけども、私も本当に尾花沢に来て、スイカ生産に

に今打ち込んでいる方々を見ますとありがたいと、本

当に尾花沢のスイカを愛してくれているなと、最近も

尾花沢が良くて住んでくれるっていうことで移住した

方もいらっしゃいますけども、そういった方々っての

はやっぱり尾花沢の良さをしっかりと見極めてそして

いてくれます。確かにいろんなキャッチフレーズは作

ることは作れると思います。でも一番心に響くのは何

かというと、やはり現在こちらのほうに来て就農なさ

っている方々の、生の声というのは非常に大きいとい

うふうに思っております。そしてそれを見たという方

もいらっしゃいますし、そういったことを考えた時に、

そういう新規就農なさっている方々、そして現在研修

中の方々、そういう方々の声をですね、ぜひ市として

も発信していく、その上で新たな、また尾花沢への移

住に向けて、ないしは農業をやりたい、スイカを作り

たいという方々を誘い込む、そういうふうな形で取り

組んでいけたらなというふうに思います。確かに、尾

花沢に移住してきた方々のなかで、どうして尾花沢に

来たのですかとお尋ねしますと、尾花沢のホームペー

ジのなかで、そして子どもがいるから子育ての面につ

いても私はしっかり見てきましたというふうに、本当

にストレートに言ってくれたのがすごく印象的でした。

ですからスイカに力を入れてやっていきたいという

方々も、そういった子育ての面でも尾花沢はすごいと

言ってもらえるようにですね、両面で頑張っていきた

いなというふうに考えております。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 菅野議員。 

◎１番（菅 野 修 一 議員） 



ありがとうございます。やはりこれは、この政策は

人間対人間だと、担当されている職員の方も語ってお

られます。何か物をもらうみたいにはできない。本当

に、その人の一生をかけている、そういう新規就農で

あり、尾花沢への定住だというようなことであります。

しっかりこの意思疎通、相談できる人材をやっぱり一

人兼務職ではなく、しっかり担当者、あるいは定住応

援課等々の連携ということもあろうかと思います。住

まいのほうも心配しなくてはなりません。その辺での

連携は、今のところどういう現状ですか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

定住応援課長。 

◎定住応援課長（佐 藤 京 子 君） 

連携の件ということでお答えいたします。 

先ほどから農林課長も申し上げているとおり、農林

課のほうで新規就農の事業を終えて、定住したいとい

うふうになった人について、移住コーディネーターな

どが、住居のほうや、住まいの関係のほうの相談を受

けたりして、連携をしているところでございます。あ

と、移住推進協議会を立ち上げておりまして、そちら

のほうで新規就農部会ということで設置しております

ので、そちらのほうでも新農業人フェアなどに一緒に

行って、新規就農の発掘者を一緒に発掘したりして、

連携して取り組んでおります。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 菅野議員。 

◎１番（菅 野 修 一 議員） 

ありがとうございます。定住応援と、やはり新規就

農農業次世代人材投資事業、これがうまく連携をしな

がら、尾花沢に、この日本一の夏スイカづくりに挑戦

される若者を、ぜひとも一人でも多く呼び込んでもら

えるようにお願いし、次の質問をさせていただきます。 

準用河川の管理改修につきましては、先ほどご答弁

がありましたように、この準用河川というような定義

づけはどういうふうになっておりますか、お尋ねいた

します。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 建設課長。 

◎建設課長（近 藤 二 弘 君） 

お答えいたします。準用河川の定義についてでござ

いますが、これは河川法に定められておりまして、一

級河川・二級河川とありますけれども、二級河川に準

ずる河川というふうなことで、準用河川と定義づけら

れておりまして、市町村が管理する河川となってござ

います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 菅野議員。 

◎１番（菅 野 修 一 議員） 

確か、河川法というようなものには、そのように書

かれているのだろうと思います。市町村では、準用河

川を適正に管理するということなどが、長い文章の中

でたくさん書かれているわけでございますけれども、

やはり今大変困っているのは、綱木川上流部というな

ことでございます。先ほどのご答弁では、やはり現在

のところは具体的なこの改修計画はないというような

ことでありますし、また、この準用河川も指定するこ

の理由としては、周辺農地の圃場整備事業に併せて、

準用河川に指定したものだというようなことでありま

すので、そんなに歴史は古くない時代に、こういうふ

うに指定されたものではないかなと、このように思い

ます。でありますと、やはり可能性としては、やはり

あの古田地区という、先ほど「ふるた」地区と市長が

仰りましたけど、「こでん」です。古田地区というとこ

ろでございますけれども、ここも、今やろうとしてい

る徳厳・原の内地区の経営体圃場整備事業、それと併

せてなら可能性はあるというようなことでございまし

た。結構先の話ではないかなと思います。その点この

ままにしておけないとすれば、例えばですね、この古

田地区、中山間の整備の中で５ha以上であれば、圃場

整備も可能であるというようなことがあると思います。

そういう事業をとおして、それと併せて河川の改修と

いうようなことの可能性というようなことは考えられ

るのではないかと思いますけど、どうでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

農林課長。 

◎農林課長（本 間   純 君） 

菅野議員仰るとおり、先ほど徳厳・原の内と併せて

というふうな表現されましたけども、私どものほうで

は、徳厳・原の内は徳厳・原の内というふうなことで、

そちらのことは別事業というふうに考えてございます。

今回のご提案ありました古田地区について、もし地元

の同意なり熱意を持って事業を進めたいというふうな

意欲がございましたら、議員仰るような、中山間の圃

場整備というふうな事業も取り組めるのではないかと

思います。それに併せて、河川改修というものも、そ

の中で取り組めるのではないかと思いますので、まず

は地元の方々の熱意を見せていただかないと、我々の

ほうから圃場整備しなさいというわけにはまいりませ

んので、その辺、地元のコンセンサスを調整していた

だければなというふうに思います。その際は、我々の



ほうでも現場のほうに出向きまして説明させていただ

きたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたし

ます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 菅野議員。 

◎１番（菅 野 修 一 議員） 

やはり、方法としては、そのようになっていくのか

なと、このように思います。もしコンセンサスが図ら

れて、やはりそういう地元の熱いみなさんの気持ちと

して相談したいというようなことであれば、よろしく

お願いしたいと思います。 

次の、御所山登山道について若干お伺いします。御

所山は、大変山の深い、昔から山岳信仰の山というふ

うなことでありますけれども、修験者が修行に行きな

がら登ったというような話もありますけれども、往復

ですね、やっぱり、上り下り11時間ぐらいかかります。

この山について、やはり案内のほうでは、健脚コース

でないかなと私は思っています。あまりにも長時間か

かるので、その辺の、最初からのこの案内地図等に載

せるというなことが、まず一つは大事かなと思います

けれども、その辺のところはどう考えますか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

商工観光課長。 

◎商工観光課長（永 沢   晃 君） 

議員からは今、御所山の登山時間は10時間以上かか

るということで、本来やはりそれなりの経験を積んだ

方が登るようなコースとして、今後の案内には、出す

べきでないかっていう話であります。やはりクラビコ

ースを行った場合、特に山頂までは、今仰ったような

時間がやはりかかりますので、朝早く出てって、山頂

で昼を過ごして、すぐ下ってくるというような形で、

ほぼ12時間で１日がかりというよりも、もうちょっと

こう長い時間がかかるような感じがしております。各

協議会のなかでは、６市町でマップを作っておりまし

て、その中で、表示している段階でも、そのような時

間はかかるよというふうには表示しているんですけど

も、これ中級・上級・初級っていうようなコース的な

基準ってのは、今見出してない部分ありますので、そ

ういう部分を言葉としてやっぱり出していくってのが

もっと分かりやすくなる、今議員が仰っているような

部分かと思っております。確か、そういう基準につい

ては、登山のそういうプロというか、登山のルールの

中でも確かあったと思われますので、そういう部分少

し勉強させていただききながら、今後作っていくよう

なマップについては、そういうふうな統一した見解で

の考え方を出していきたいと思っております。特に百

名山、先ほど市長からも５つあるという話ありました

ので、それぞれの山に対しても、そういうふうな部分

を足していければと思っておりますので、ただ既に百

名山の本は発刊されてますけども、その中でも、もう

少し詳しく表示する部分があるとすれば、そこら辺も

考えていきたいと思っております。以上です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 菅野議員。 

◎１番（菅 野 修 一 議員） 

ありがとうございます。ご答弁の中では、やはり夏

山登山シーズン前に、きちんと点検登山と申しますか、

これを実施するというような検討したいというふうな

ことになっておりまして、本当に前向きな答弁でない

かなと思います。やはり５月頃の点検登山するってい

うようなことでありますけれども、大沢コース・層雲

峡コースについては、やはり大変流量が多くて大変か

なと思っています。その後、登山道の刈り払い等が行

われますが、それと同時期あたりきちんとやってもら

えばいいかなと思います。ただ、御宝前の滝からです

ね、一気に山の峰に登るあの崖のコースですけれど、

あそこについては、本当に毎年やはり冬期間の雪とか、

そういう風雪、そういうものでコースも消えたりする

というようなことがあると思います。それをしっかり

とやはり確認してですね、登山者に登ってもらわない

と、８月11日ですか、遭難騒ぎがあったというような

こと、これはその崖を登ろうとして、やはり途中で登

れなくなっていたというような話を聞いておりますの

で、そこをしっかりとやっていただきたいと思います

けれども、どうでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

商工観光課長。 

◎商工観光課長（永 沢   晃 君） 

議員からも、御宝前コース、今回の事故を受けた部

分であります。その維持管理についてでありますけど

も、今現在も民間の団体のほうに下刈り等委託してお

りますけども、今の話し合われている部分につきまし

ては、これまで、地元に住む方が愛する山のために生

涯にわたりコツコツと手をかけてきたという登山道、

場所であります。今現在その方がいなくなったのもあ

りまして、この維持管理については、これからも維持

管理が本当にできるのかっていう部分で、ちょっと疑

問に思っている部分もあります。それは、そこの維持

管理をまずしていただける方がいるかという部分と、

市の職員が点検に行くにしても、その市の職員のスキ



ルっていうものも、そういう山に対するスキルを持っ

ているような職員だけでないっていう部分もあります。

ですので、そういう部分も考えますと、諦めざるを得

ない場所も今後出てくるだろうっていうふうなことも、

しっかり考えていく時期に来たのかもしれないという

ふうにも考えております。ただその際は、また皆様方

と関係団体のほうとも話し合いしながら、方針を決め

ていきたいと思いますので、その際はまたよろしくお

願いしたいと思います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 菅野議員。 

◎１番（菅 野 修 一 議員） 

この御所山連峰の案内という地図ですけれども、こ

こにはきちっとこの４コースなりの登山道が引かれて

いるわけですね。やはり、登山者におかれましては、

いけるものというようなことで、やはり挑戦するとい

うようなことだと思います。やはり遭難事故等に遭わ

せてはならないというような観点からですね、しっか

りと点検をされまして、やはり山の安全、これをしっ

かりと担保していただきたいなと、このように思いま

す。今、荒神コースが崩落して、その代替コースとな

るような山の会での、荒神古道コースを開削しており

ます。この分岐点、荒神コースと合流点まではいけま

すけれども、ここ数年来その荒神コース全然手つけて

ないんですね。ですので、その合流地点からクラビコ

ースの荒神分岐点までの間、高低差で３時間ほどの登

りの３時間の区間であります。結構長い距離でありま

す。これを、代替補完する代替コースとしてですね、

しっかりと整備する予算をきちっと取っていただいて、

答弁のほうでは、再来年の開通を目指すというような

ことになっておりますけども、これでよろしいでしょ

うか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

商工観光課長。 

◎商工観光課長（永 沢   晃 君） 

今、荒神コースの開通の方向というふうなものにな

りますけども、先ほど言ったとおりの回答になります

けども、この開削をしてくれました団体のほう、尾花

沢市山の会のほうとも話し合っています。その中で、

刈り払いをやってみないと、ちょっと数年間放置され

ている部分でありますので、はっきりそのどれぐらい

かかるかってのはちょっと分からない部分がありまし

た。来年から刈り払いをお願いするってことで、今話

は、もう話ししておるんですけども、その来年中にそ

れができるかちょっと不安の部分があるっていう話も

ありましたので、まずは、再来年の無理しない程度と

申しますか、ちょっと山のほうの開削になりますので、

無理しない中で、なんとか再来年を目途にしたいとい

うふうな考えで話し合われているところであります。

以上です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 菅野議員。 

◎１番（菅 野 修 一 議員） 

よろしくお願いしたいと思います。最後のテニスコ

ートのリニューアルについてでありますが、ここ数年

テニスの人気は、錦織圭選手あるいは大坂なおみ選手

のこの世界での活躍を背景に、やはり利用者も尾花沢

のテニスコートでの利用者が50％ほど増えております。

以前ですと600人ほどでしたけれども昨年度の実績で

は900人を超しております。そういう中で、やはり今、

スポーツの多様性を評価しなければならない時代と思

います。この尾花沢のテニスコートでですね、やっぱ

り楽しくプレーできるようなコートにしていただける

ようにというようなことで、利用者の方々からの大き

な声でございます。この徳良湖周辺施設のマスタープ

ランでは、長期に掲げられておりました。でもやはり

喫緊の課題だと思います。このような状況について、

ご答弁をお願いします。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

商工観光課長。 

◎商工観光課長（永 沢   晃 君） 

先ほど市長からもお話ありました。やっぱり緊急度

は高いってふうに見ております。特に、支柱等の劣化

が進んでおりますので、やっぱり危険度を考慮します

と、整備の緊急度は高いということで、早期の改修を

考えております。以上でございます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 菅野議員。 

◎１番（菅 野 修 一 議員） 

早期のリニューアルを強く申し上げまして、私の一

般質問を終わらせていただきます。ありがとうござい

ました。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

以上で菅野修一議員の質問を打ち切ります。 

次に、６番 奥山格議員の発言を許します。奥山議

員。 

〔６番 奥山 格 議員 登壇〕 

◎６番（奥 山   格 議員） 

 ７月の市議会議員選挙におきましては、多くの方々

のご支援によりまして、当選させていただきまして、



誠にありがとうございました。支持していただきまし

た皆様のご期待に応えられるよう、これまでの経験を

活かし、尾花沢市の発展につながりますよう、誠心誠

意、市議会議員としての職責を果たしてまいる覚悟で

ありますので、議員の皆さん、行政当局の皆さん、市

民の方々に対しまして、ご指導ご協力をよろしくお願

い申し上げます。 

 さて当選後、初の定例会にあたり、先の通告にした

がって一般質問をさせていただきますので、よろしく

お願いいたします。まず最初に、消滅可能性都市のレ

ポートからということで、質問させていただきます。 

 日本創生会議が2014年に公表したレポートでは、地

方から大都市への人口流出が、現在のペースで続けば

896市区町村のうち、20代から30代の若い女性の人口が

2040年までの30年間で半分以下に減る。そして896市町

村のうち523市区町村は、2040年時点で人口１万人を切

る見込みである。これらの市町村の運営は難しくなり、

消滅可能性があるという衝撃的なものでした。2040年

の時点で人口が１万人を切ると見込まれる都市の中に、

尾花沢市も入るのではないかなと思われるところであ

ります。そして人口減少が進む理由が、若い世代が職

場などを求めて、毎年地方から大都市へ移動している

ということであります。人口減少が進めば税収も減り

ますし、行政の機能にも支障をきたします。医療や介

護などの社会保険の質も低下する恐れがあります。医

療はもちろん、健康保険料や市民の国民健康保険料で

賄われており、また介護保険は公費のほか、市民の介

護保険料で賄われているからであります。また学校、

保育所、市道、路線バス、下水処理に除雪、消防、水

防、公民館、農道、高齢者福祉、地域文化など、それ

らの全てについて人口減少が進めば、その質が低下す

る恐れがあります。全国も地方自治体も進めている少

子化対策も、少子化の歯止めになっていないという評

価もあります。人口減少や少子化の歯止めがかからず、

人口減少を食い止めるには、少子化対策の強化だけで

は済まされなくなっているのではないかと思われます。

もっと危機感を持って、真剣に取り組むべき問題では

ないかと思われます。本市に働く場所がなければ、本

市に人は定着しない。これ以上人口を流出させないよ

うにするためには、今ある雇用の場を大事に守ってい

く必要があるのではないでしょうか。 

 医療、介護保険、農業関係の産業、また観光関係の

施設などであります。例えば市立の中央診療所には、

医師と多くの看護師、看護助手、医療事務、医療スタ

ッフが働いております。また介護保険の入所施設には、

指導員、介護職員、看護師など、多くの介護、看護師

などのスタッフが働いています。これも市が後押しを

して作った事業とも言えます。 

 また農産加工センターは、市と農協が共同出資して

設立した会社であり、ここでこれまで多くの職員が働

いてきました。また観光関係の施設でも、多くの職員

が働いてきたところであります。やはりこれらの事業

が今後も継続することが、雇用を確保することになり

ますし、この雇用の場の確保につながるように、これ

らの事業が継続できますように、市としても支援して

いくべきものと考えますが、いかがですが。 

 その他、民間の企業もそうであります。福原工業団

地に立地している企業、またその他の企業などであり

ます。また国道347号線が通年通行し、これからは24

時間、通年通行が要望されているところでありますが、

そうなりますと仙台間と密接に道路交通で結ばれるこ

とになります。これを活用して企業誘致できないかが、

市に望まれるところであります。どのように考えてお

られるか、お尋ねいたします。 

 そのために企業が立地できる用地を準備しておく必

要もあるのではないかと思います。福原工業団地の拡

張計画を立てるべきではないかについてお尋ねいたし

ます。 

 次に芭蕉、清風歴史資料館についてお尋ねいたしま

す。 

 先日資料館に、版画で巡るおくのほそ道展を見に行

きました。版画の作者は熊本県に在住している方で、

中学校や高校の美術教師をされ、熊本県立美術館の副

館長をされた洋画家であり、版画家でもある坂田燦先

生でありました。本市の早坂宗太郎先生とは、版画教

育の仲間であるということであります。実は私も中学

生の時に、早坂先生に美術を教わって、木版画を作っ

たことがあるのを思い出した次第であります。早坂先

生と坂田先生は、1962年以来のお付き合いということ

なので、もう私が中学生の頃には、親しく版画教育を

指導されていた仲間であると思ったところであります。

とにかく力強い作品で、坂田先生は、おくのほそ道の

史跡を１ヵ所、１ヵ所探し訪ねて、芭蕉がどのような

心境でそこで俳句を詠んだのかを考えて、そしてそれ

を版画に表現したものであり、芭蕉の心の世界を描い

たすばらしい作品であると思いました。その時にちょ

うど板橋区の生徒さんも来ておられて、ちょうどこれ

から徳良湖に向かうということでありました。資料館

では坂田先生の版画展を見て、また拓本の作業を体験

していかれたようであります。芭蕉、清風歴史資料館



は、ちょうど今年が、芭蕉が尾花沢に来てから330年に

なるという記念すべき年であります。おくのほそ道は、

俳句をする人の間では知らない人がおりません。俳句

は今世界的になっていますので、おくのほそ道の中に

尾花沢が入っているということは、本当に尾花沢の名

を全国に知らせる宝物というべき存在であると思いま

す。本市ではこのおくのほそ道の、芭蕉と清風の出会

いの故事を、これからも大事にして守っていかなけれ

ばならないと思います。ちなみに私は短歌をするので、

俳句よりも短歌のほうが詳しいのですが、短歌では大

石田が、斎藤茂吉が戦後疎開してきて２年近く滞在し

て、白き山という歌集を編んだ地しとして有名であり

ます。それと同じように、尾花沢は俳句で有名なので

あります。 

 ところでこれから資料館をもっと魅力のあるものに

発展させていくと言っても、それはやはり、おくのほ

そ道に関する研究を発展させていかなければなりませ

ん。しかし芭蕉、清風歴史資料館にはまだ、整理され

ていない資料がたくさんあります。これらの資料の解

読や整理には、それだけの専門的な勉強をした学術員

の存在が必要であります。そのような学術員を採用さ

れて、資料の解読整理、保存にあたらせる必要がある

と思いますが、どのように考えますか。 

 また資料館の収蔵庫も手狭になっているといいます。

やはりこれ以上の貴重な資料を収集し、保管したり解

読したりしていくためには、将来的に増築していくな

どの方法をとらなければならないと思いますが、どの

ように考えますか。 

 そうすればこれからももっと素晴らしい資料や作品

を収集し収蔵して、これを資料館の文化財として保管

することができます。そしてこれを一般の人に手にす

ることもできるのではないでしょうか。 

 次に農産加工センターについてお尋ねいたします。 

 このたび道の駅で、農産加工センターの漬物を多め

に買ってみました。食べたのは、おみ漬け、ぺそら漬

け、スイカの子っこ、トマトの子っこなどを食べてみ

ました。少し塩気があるのは、少しでも長く保存でき

るようにしているからでありますし、食べる時に袋の

中の保存液を捨てて２度ぐらい水洗いしますと、塩が

抜けて程よい味加減になり、塩辛さはなくなるようで

す。そういった食べ方の説明なども付けてみると、売

れ行きの向上になるのではないかと思ったところであ

ります。健康志向の高まりによる漬物離れや、生産者

の高齢化により原料確保が難しくなり、経営が年々厳

しさを増してきているということです。しかし漬物は

野菜の保存法として漬けるものであり、先ほどのよう

な塩を抜くことにより塩辛さがなくなり、また漬物も

１つの野菜の食べ方であり、それにより生の野菜では

味わえない味が出て、おいしくなるものと考えるとこ

ろであります。 

 また原料確保はできないのでは、売ることもできな

いわけであります。そうすれば売り上げが落ちるのも

やむを得ません。なんとか原料を確保する方法はない

ものか、その対策を考える必要があるのではないかと

思いますが、どのように考えておられますか。 

 また食品業界での新規商品の開発ということも考え

なければいけないと思います。商品開発というものは、

大変難しいことは皆さんご承知のとおりだと思います。

やはりそういった商品開発ということが必要になって

くるのではないかと思います。そのような部門を、セ

ンター内にも設ける必要があるのではないかと思いま

すが、どのように考えますか。 

 商品開発には手間と費用がかかります。しかし商品

開発をしないことには、良い商品を製造できないので

はないかと思います。また今日では、同業者の数も増

え、同業者との競争も激しくなっているわけです。競

争に勝ち残るためには、やはり良い製品を普段から作

るための研究と、試行錯誤が必要であると思いますが、

いかがですか。 

 次に有害鳥獣対策についてお尋ねいたします。先日、

尾花沢小学校付近にクマが出没して、地区民で警戒し

て見回りをし、翌日尾花沢小学校から近いバイパス付

近で発見され、体長１ｍぐらいのクマ１頭が発見され

捕獲されました。今回は尾花沢の中心校の近くにまで

クマが出没したことで、大変驚かされたところであり

ます。もちろん尾花沢小学校の付近は、西部は優良農

地であり、田んぼが広がっており、バイパスを挟んで

大石田まで田んぼが広がっています。また尾花沢小学

校付近にはスイカ畑もあるわけです。たぶんクマはス

イカ畑のスイカを狙って出没したのではないかと思わ

れます。しかしこのクマが、どのようなルートを辿っ

てきたかは定かではありません。五十沢にはクマが出

没するので、五十沢方面から来たとも考えられます。

奥には山が広がっており、畑沢、細野、鶴子と山が続

いているので、そちらを通ってきたクマではないかと

も思われます。また先日は、長根山の付近にもクマが

出没しました。このようにクマが活動し、出没する範

囲は次第に広がってきています。今本市でも有害鳥獣

対策のウエイトが重くなってきています。また今年に

なって、宮沢地区では２日にわたって、クマが倉庫に



入って米を食べていたということでありましたが、こ

れはクマが人の管理する建物に侵入した事例であり、

今後またこのような事態が起これば、人的被害も懸念

されます。これについて市ではどのように対応したの

かについてお尋ねいたします。 

 実際クマがどこにどれだけ生息しているのか、生態

調査を行う必要があると思いますが、現状はどうなっ

ていますか。生態調査が行われれば、より効果的な対

策が打てるんではないかと思いますがどうでしょうか。 

 次に花笠踊りのフォトコンテストについてお尋ねい

たします。 

 今年８月27日、８月28日の尾花沢の花笠まつりは、

盛大に行われ、尾花沢は多くの方で賑わい、大変活気

のあるお祭りとなりました。その中で気付いたことで

ありますけれども、花笠踊りフォトコンテストについ

て、踊り手、特に若い女性が被写体とされ写真を撮ら

れておりますけれども、写真を撮ることについては、

一人ひとりの承諾を取っているわけでもないですから、

中には撮られたくない人もいると思います。また自由

に写真を撮られるので、自分がどのような姿を撮られ

ているか、また撮った写真が誰にいつまで保管され、

またその写真がどのように使用されているのか、全く

分かりません。１人のカメラマンがかなりの量の写真

を撮っているはずであります。市でフォトコンテスト

を主催しているので、花笠踊りに参加すると、これに

反対しづらいような状況になっているのではないかと

思われます。顔写真を撮ることについては、人は肖像

権を持っております。肖像権とはみだりに自己の肖像

を他人に写真に撮られたり、撮られた写真を無断で使

用されたりしない権利であって、誰しも持っている人

格権の一種と言えます。特に若い高校生、中学生や幼

い子どもたちの顔写真を、あまり遠慮なく自由に撮る

のはやめるべきではないかと思います。大勢の市民が

参加している花笠まつりの中の１つのイベントなので、

これを喜んでいる方々もおられ、水を差すようで大変

言いにくいことではありますが、あえて言わせてもら

ったところであります。大きなイベントになればなる

ほど、一人ひとりの気持ちに配慮することが必要だと

思います。以上、花笠まつりフォトコンテストについ

て、再考すべきではないかについてお尋ねいたします。 

 以上で、壇上よりの一般質問を終わりますが、答弁

のいかんによりましては、再質問をさせていただきま

すので、よろしくお願いいたします。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

〔市長 菅根光雄 君 登壇〕 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 奥山議員から、大きく５項目についてご質問いただ

きました。順次お答えしてまいります。 

 まず本市の雇用についてのお尋ねです。 

 まず、公的施設や福祉施設及び第三セクター施設に

ついてですが、それぞれが目的を持って設置され、こ

れまで市民サービスを提供してもらっております。こ

うした施設も社会情勢や住民ニーズを踏まえながら、

持続可能な経営に努めてもらっており、働く場の受け

皿として大きな役割を担っていただいております。 

 次に民間企業の雇用状況についてですが、ハローワ

ーク村山管内の７月末の有効求人倍率は1.80倍と、依

然として高い数値で推移しており、慢性的な人手不足

であることを示しております。若い世代が就学や就職

を機に、大都市へ転出することが人口流出の大きな要

因の１つであり、若い世代の方々に定着していただく

ためには、地方においても、賃金や安定性、仕事に対

するやりがいなど、「雇用の質」の向上に取り組む必要

があると考えております。 

 本市における「雇用の質」向上の取り組みは、労働

生産性を高めることで賃金水準の改善へとつなげるた

め、市内企業に対して、無駄を徹底的に排除するトヨ

タ生産方式の導入を推奨しながら、個々の企業の研鑽

に注力しております。また、地域経済をリードする中

核企業として、市内の企業２社が地域未来牽引企業に

選定されるなど、良質な雇用に結び付く環境が徐々に

拡大しております。雇用の場を守るためにも、これら

の動きを支援することで、雇用環境の強化に取り組ん

でまいります。 

 雇用に対する支援についてですが、まず、求人と求

職を結び付ける取り組みが重要であると考えておりま

す。市内には、優良企業が多数存在しておりますが、

企業の名前は知っているものの、その企業がどのよう

な仕事をしているのか知らない方もいらっしゃいます

ので、企業ガイドブックを作成、配布することで、市

内企業と就職希望者の橋渡しを行っております。また、

専門知識を持った若者に関心を持っていただくため、

県内の大学や高等専門学校と市内企業との橋渡しにも

取り組んでおります。 

 また、求人、求職者への支援としまして、商工観光

課内に、ハローワークと同等の機能を有する職業紹介

所を独自に設け、情報提供を随時行っており、引き続

き、市内の求人、求職者のマッチングを支援してまい

ります。 



 他にも、本市特有の支援策として、豪雪時の除雪経

費に対する助成をはじめ、事業所への各種支援も行っ

ておりますので、これらの支援を継続することで、事

業所の負担軽減を支援しながら、市民の雇用を守って

いきたいと考えております。 

 国道347号線を活用した企業誘致についてでありま

すが、国道347号線の通年通行のほか、東北中央自動車

道の尾花沢インターチェンジを降りてすぐという立地

条件をＰＲしながら、取り組んできております。 

 国道347号を活用した企業振興策につきましては、企

業対策専門員を中心として、戦略的な経営を後押しす

る取り組みを行ってきました。本市独自に開催してい

る企業セミナーにおいては、昨年度は宮城県側企業20

社、本市から23社の43社が参加し、平成26年に開催し

て以降、企業側の努力もあり、把握しているだけでも

９社の新規取り引きに結び付くなど、受注の拡大が図

られています。 

 新たな企業の誘致となりますと、社会情勢や人材確

保の面といった課題もあり、なかなか立地に至らない

現状にあります。そのため、市内企業の企業力の強化

による受注拡大を図り、雇用が増えることで、企業誘

致に匹敵するような雇用の場の創出が期待されますの

で、市内企業の経営面や技術面でのレベルアップを図

り、さらなる受注拡大への取り組みを推進していく必

要もあると考えております。また、人口減少の影響に

よって生産年齢人口の減少といった課題もあるため、

企業が求める人材の確保、育成もあわせて推進してい

るところです。 

 今後もこれまでの取り組みを推進しながら、企業誘

致活動を行い、あわせて既存企業の国道347号を通じた

受注拡大を目指すとともに、企業力強化と人材育成に

重点を置いた施策を推進してまいりたいと考えており

ます。 

 福原工業団地の拡張につきましては、まずは、現在

保有している３区画、2.6haの分譲促進に努めてまいり

ます。次期拡張計画の策定にあたっては、人材確保に

係る雇用情勢や企業動向、財政見通しなど、さまざま

な視点から議論し、慎重に対応していく必要があると

考えております。 

 次に、芭蕉、清風歴史資料館についてのお尋ねです。 

 はじめに学芸員についてでありますが、現在、芭蕉、

清風歴史資料館に配置されている学芸員はおりません。

学芸員の仕事は、専門的な知識を生かして、郷土資料

や古文書、絵画、考古資料などを収集して研究し、そ

れらの資料を適切に整理分類、保管しながら展示など

に使用することで、学術振興や文化の向上に貢献して

いくという多岐にわたるものと認識しております。 

 本市には、国指定史跡延沢銀山遺跡、国登録文化財

である能登屋旅館、中沢川堰堤や県天然記念物の延沢

城跡の大杉、その他にも市指定文化財33件を有してお

り、その管理、活用にあたっては、文化財担当者だけ

では対応が困難な状況にあります。特に国指定史跡延

沢銀山遺跡については、文化庁より、発掘調査のでき

る専門的な技術と知識を持ち合わせた職員の配置も求

められております。多肢にわたる文化財の調査や活用

を考えれば、専門的な知識と技術を有する方を確保し

ていく必要があります。現在、本市には学芸員の資格

を有する職員が複数名おりますが、学芸員が専門とす

る分野も多岐にわたり、本市が抱える文化財の課題に

対して対応できる職員はいないという状況です。 

 学芸員の採用については、過去にも一般行政職の中

で学芸員を含め募集し、採用に至ったこともございま

すが、退職に伴い現在の状況となっております。 

 本市の学術振興や文化向上を図る上で、文化財の整

理、保管、展示への取り組みは重要なものと捉えてお

りますので、今一度、市が学芸員に求める分野につい

て整理し、職員を採用すべきか、それとも他の専門機

関に依頼すべきか、総合的に検討してまいります。 

 次に、資料の収蔵庫の増築についてのお尋ねです。 

 現在、収蔵庫に収められている資料は、屏風、絵馬、

版画、油絵、日本画など、未整理の資料は１万点以上

ございます。また、収蔵庫の敷地は借地であるため、

増築するにもスペースが手狭な状況にあります。まず

は、収蔵庫の１階壁際のスペースに作り付けの棚を設

置し、収納場所を確保していきたいと考えております。

また将来的には、ほたるの里郷土資料館などの施設の

活用も含めて検討していく必要があると考えておりま

す。 

 次に、農産加工有限会社についてのお尋ねですが、

先ほど議員が質問なさったわけでございますが、通告

と幾分違っておりますので、先に通告ありましたとお

りの部分について答弁させていただきます。 

 先の全員協議会で、消費者の漬物離れや原料確保難

等から、厳しい経営状態にあることをご報告させてい

ただきました。同社は、本市の６次産業振興と雇用の

場の確保のため昭和61年に設立され、今日まで漬物の

製造、販売に特化した企業活動を行ってまいりました。

先般、同社の取締役会においても、消費者ニーズを的

確に捉え、商品構成を再考する時期に来ているとの話

し合いが行われたと聞いております。 



 具体的には、これまで漬物に特化した企業活動のみ

を行ってきたこともあり、経営改善を図っていくため

には、消費者ニーズを的確に捉えるためのマーケティ

ング、消費者嗜好にマッチした商品の企画開発、積極

的な取引先開拓や営業展開、効率的な製造工程、これ

らを効果的に運営する組織体制の構築や社員のスキル

アップ等、さまざまな課題があると伺っております。 

 この様なことから、同社では、外部の経営コンサル

タントの指導を受け、経営診断により課題を抽出した

上で、経営改善計画の策定を９月から開始し、それを

踏まえ、社員一丸となって経営改善に取り組んでいく

ものと聞いております。 

 市としても、新たな商品の開発は、同社の今後の経

営改善や今後の発展のために極めて重要な観点である

と考えております。加えて同社には、本市６次産業振

興の拠点施設として期待しており、従来の漬物販売の

みならず、幅広い商品の企画製造や販売ルートの開拓

に取り組んでいただきたいと考えております。 

 今後、同社の経営改善や新たな事業展開などの必要

性が示された際には、みちのく村山農業協同組合と協

力しながら、できる限りの支援を行っていきたいと考

えております。 

 次に、有害鳥獣対策についてのお尋ねですが、今年

度におけるツキノワグマの出没件数は例年に比べ多く、

過去最多であった平成28年度に迫る目撃情報及び農作

物被害の報告が寄せられております。 

 ７月23日の本町地区の件については、市関係部署を

通じて学校や地域等に連絡するとともに、「クマが市街

地出没した際の対応マニュアル」に基づいて対策本部

を設置し、現地追い払い活動の結果、早期に解決する

ことができました。 

 また、８月２日の住宅車庫へ侵入した件については、

有害捕獲を許可するとともに、地域住民に注意喚起チ

ラシを配布したところです。翌日にも同事案が発生し

ましたが、幸い人的被害もなく、こちらも早期に解決

することができたところです。 

 生態調査についてですが、市独自には実施しており

ませんが、県では毎年各地区の猟友会からの情報を基

にした春季目視調査と、県内４ブロックを持ち回りで、

センサーカメラを使った個体識別調査の２本立てによ

る生息動向調査を行い、県内における生息数や被害動

向等を調査しております。野生鳥獣は県境及び市町村

境を越えて活動するため、県による調査結果と指導を

もとに対策を講じているところです。 

 続いて花笠まつりのフォトコンテストの内容につい

て再考すべきとのお尋ねです。 

 フォトコンテストにつきましては、毎年300点前後の

応募があり、10月のまるだし尾花沢ふれあいまつり会

場に展示し、市内外の方々から大変喜ばれております。 

 また、入賞作品を翌年の花笠まつりのポスターやプ

ログラムに使用している他、各種広告等にも活用して

おり、本市や花笠まつりのＰＲに大きく貢献している

ものと考えています。 

 また、法的な問題の有無についてですが、花笠まつ

りのフォトコンテストは肖像権の侵害に該当しないと

確認しております。これは、一般にお祭り等のイベン

トで出演者を撮影することや、その写真を公開するこ

とは、不特定多数の誰もが見られるイベントで撮影さ

れることが当たり前であり、出演者は最初から、撮影

されたりその写真が公開されたりすることを想定した

上で出演していると考えられているからです。 

 なおこれまで、実行委員会や市に対して苦情や要望

等はありませんが、今後、踊り手へのアンケートや、

実績報告会での意見を拝聴するとともに、カメラマン

等のマナーの遵守に十分注意し取り組んでいく考えで

す。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 奥山議員。 

◎６番（奥 山   格 議員） 

 それでは、再質問をさせていただきます。 

 まず第１の消滅可能性都市のレポートからという質

問について、お尋ねしたいと思います。 

 ハローワーク村山管内の有効求人倍率が1.82倍とい

うことで、高い数値で推移しております。これを見ま

すと慢性的な人手不足であるということを示している

わけなんですけれども、ただやはり、これは市内の有

効求人倍率は、また違うので、この数字はあくまでも

北村山管内で、東根、村山、大石田も含めた数値であ

りますので、本市の有効求人倍率は出ていないわけで

あります。ただ、北村山から見れば高いと。ただ高い

けれども、やっぱりこの若い人たちが就職しないで、

やはり都市部のほうに流出してしまっているという傾

向は変わっていないわけであります。ではなぜ、そう

なっているのかというふうに考えますと、やっぱりこ

う自分にあった、将来一生これに就職してやっていく

という仕事として見た場合にあわない。あわないとい

うか、選択できない仕事だというふうに見られている

んではないかと思います。そこにやっぱり着目すべき

ではないかなと思います。やはり、そこで市内の優良



企業、また企業誘致によって、都市部のほうから優良

な企業を誘致してくるという、それの意義というのは

大変大きいものだと思います。そういった企業が来れ

ば、やっぱり若い人たち、高校生で就職する場合とか、

やはり就職する率が高くなってくるんだと思います。

したがって私は、企業誘致ということをあえて言って

いるわけなんです。ただ、市長の答弁でもこれについ

て努力していることはやっぱり認められますので、や

はりこの努力を継続してやっていかないと、尾花沢の

人口流出は止まらないのではないかと思いますので、

ぜひ市内の企業を優良な企業として育成していくこと、

また市外、県外から優良な企業を誘致するということ

を頑張っていただきたいなと思うところであります。 

 そしてまた、そのための企業が立地する場所なんで

すけれども、2.6ha、ただこれは３ヵ所に分かれている

わけですので、１ヵ所にするとやっぱりちょっと若干

少なめになっているのかなと思っているところです。 

 また、工業団地の造成にも農振地域の除外から始ま

って、手続きから始まって、水道設備とか下水の処理

施設とかなんかを造成しますと、やっぱり１年で終わ

る事業ではないわけであります。２年あるいは３年ぐ

らいかかります。いざやっぱり、企業が立地する可能

性が出て、そのような企業が現われたとしても、あと

２、３年待ってくれというふうなことにならないかな

ということで心配されるわけであります。それで言っ

てるわけなんですけども、その辺のところ、市長は何

とか早期に準備するということはできないでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 今市内の企業が、どういうものの見方をして、そし

てどれだけ先のことを考えて今努力しているかという

実態は、お分かりなのでしょうか。これちょっと反問

権なってしまいますけども、というのは、私も企業の

皆さんと、いろんな形でお話させていただきますけど

も、米中の貿易摩擦、これは尾花沢にも少なからず大

きな影響出てきております。半導体関係が今全くの足

踏み状態になってきております。だからこそ今企業で、

半導体以外の部分について、何とかしなければならな

いということで、本当に努力してくださってます。そ

して今ある企業は、さらに会社を大きくして、そして

求人をさらに高めていき、その計画をここ数年のうち

に進めていきたいというふうにもやっております。確

かに企業誘致も大事です。でも今地元の企業は、いろ

んな経済摩擦の影響で、これからのことを考えれば、

日韓の関係もどうなっていくのかという大変な問題も

今あるわけです。そうした時に、今外に向かって企業

を誘致するというところは、企業はかなり控えめにし

ている状況にあります。だからこそどうしていけば一

番いいのかと言うならば、地元の企業がやはり足腰を

強くなっていただく、そのために市でもそれなりの対

応をとっていかなければならないと思っておりますし、

そして先ほど申し上げたような、会社を拡張するとい

うことで今計画している会社もありますし、そして新

たな受注をしてそして前へ進もうとしている企業もあ

ります。来月ある企業セミナーですね、大崎市で行わ

れますけども、たぶん今年は去年よりもさらに参加す

る会社が増えていくんじゃないかというふうに思われ

ます。私も去年初めて参加させていただきましたけど、

これほど企業の皆さんが本当に真剣になって来ていて、

そして友好的な中にも、その後のまた受注につながっ

ているというのを聞いた時には、本当にうれしくなり

ました。確かに企業誘致するための工業団地のさらに

拡張ということも、必ず必要な時期は来ると思います。

でも今それに取り組むよりも、企業の方々が今努力し

ていることに少しでも後押しをしてあげたり、そうい

った取り組んでいることに、やれることはしっかりと

取り組んで雇用に結び付けていく。加えて若い人たち

に対して、尾花沢の企業というのは一体どういう企業

なのかと知っていただくための企業ガイドブックも作

っております。そして地元北村山高校、それから村山

産業高校、そしてその他の高校にもそれを持参し、そ

して生徒さんたちにそれを見ていただいております。

もちろん、保護者の方々にも見てお分かりいただける

ように、そして地域をしっかりと知ってほしいという

ふうに願って対応を取っているところでございます。

ですから、私たちも、これからやらなくちゃならない

ことはしっかりとやった上で、確実な雇用拡大に向け

てやっていきたい。例えば10名、20名の企業を誘致す

るよりも、１社で７名、８名の雇用を拡大して、それ

が例えば５社になったといえば、それで40名以上の雇

用拡大につながるわけです。そういったところも含め、

私たちはやるべきことをやっていきたいなというふう

に考えております。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 奥山議員。 

◎６番（奥 山   格 議員） 

 市長の考え方は大変よく分かったところであります。

やはり地元の企業に就職するように、一生懸命北村山

高校にも働きかけておられるということであります。



その中で、少しずつ市内企業への就職率も上がってく

ればいいなというふうに私も期待するところでありま

すので、なお努力を継続していっていただきたいなと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、芭蕉、清風歴史資料館についてでありますけ

れども、やはりこの資料の収集、整理がまだ未整理に

なっているという部分がありますので、こういったも

のを整理する必要があるのではないかなというふうに

思います。大学の先生あたりが着目してくれて、これ

を調査、研究していただくというようなことがあれば、

そういうことも尾花沢の歴史の研究になって、資料の

解読なんかにも役に立つのではないかと思いますけれ

ども、さしあたって考えられるところでは、学芸員の

ような存在が、今のところ尾花沢にはないということ

でありますので、やはりこういった方をその資料の解

読にあてていただければ、素晴らしいなと思います。 

 あと現在資料館にある歴史資料のほかにも、個人の

方が保管しておられる資料もかなりあると思われます。

ただそれを芭蕉、清風歴史資料館に預けるには、まだ

ちょっとどれくらい大切に保管していただけるか心配

なので、やっぱり自分の手元において、大切に保管し

ているという方が多いのではないかなと思います。そ

ういった資料も、何か素晴らしい尾花沢の歴史の研究

資料になる場合もあると思いますので、そういった方

たちが高齢化して、お亡くなりになったりしますと、

やはり散逸してしまう危険性がありますので、そうい

った資料収集にも努めていただきたいと思いますけど

も、その辺のところについてはどのように考えておら

れますか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 社会教育課長。 

◎社会教育課長（五十嵐 満 徳 君） 

 議員仰せのとおり、資料館のほかにも各家庭の蔵等

で、重要な資料が保存されている家庭もあるかと思い

ます。各家庭のほうからは、やはり代替わりがござい

まして、亡くなった場合は捨ててしまうなど、そうい

う心配もございますけれども、現在各家庭のほうから

問い合わせがございましたら、文化財の審議員の方も

市のほうで配置しておりますので、そういう場合は各

家庭のほうに出向きまして資料を確認させていただい

て、資料館のほうに保存をさせていただいているとい

うのが現状でございます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 奥山議員。 

◎６番（奥 山   格 議員） 

 そういった資料が民間の方で持っておられる方がた

くさんおられると思います。前に有名な歌人の方で、

柳原白蓮でしたかね、あの人の軸とか作品を資料館で

展示したことがありますけれども、あれも確か個人の

方が所有しておられる、何かお手伝いさんかで若い時

にその方のところで働いたので、結婚のお礼に何かい

ただいたというようないきさつだったではないかと思

いますけど、そんな素晴らしい作品なんかも所有され

ておられる方が尾花沢にはまだ多いのではないかなと

思いますので、何かそういったアンケートなんかをし

てみて、我が家にはこんな貴重な文化財がある、作品

があるというようなことをアンケートしてみる考え方

はないでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 社会教育課長。 

◎社会教育課長（五十嵐 満 徳 君） 

 議員仰せのとおり、各家庭ではいろんな貴重な資料

が保存されているということをお聞きいたしましたの

で、資料館の運営審議委員の皆さんともご相談させて

いただきまして、検討してまいりたいというふうに思

います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 奥山議員。 

◎６番（奥 山   格 議員） 

 それでは次に、農産加工センターについて再質問さ

せていただきます。 

 先ほどの商品開発ということで私発言通告の中に、

項目として中に入れておったんですけれども、商品開

発というのは大変なことだと思います。なかなかお金

もかかるし、一企業でそれに重点的に、この人とお金

をあてるというのは大変なことだと思います。ただ、

できるところからやっぱりやっていただきたいなと思

っているところであります。先ほど言いましたように、

漬物の食べ方とか、塩気の抜き方とか、また料理の仕

方なんかも、レシピみたいな形で説明して、そんなこ

とをすれば、若い人に売れ行きが良くなるとか、そう

いったことにつながるのではないかと思いますけども、

その辺のところどのように考えますか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 漬物の食べ方を表示する、これも確かに大事かもし

れません。今加工センターの、ずっと長年作ってきた

商品を見た時に、何十年間と同じラベルを使っていた

り、そしてお店に並べさせていただいて、売れ行き状



況を見ていますと、残念ながら尾花沢の商品に手を伸

ばさないで、目の惹く商品に手を伸ばすというのが買

い求める方々の状況です。私もしばらく見てたことあ

ったんですけども、非常に残念に思いました。ですか

ら買う際は、やはりパッケージというのは、ものすご

く大きい効果を持つというふうにも思っています。た

だ、今減塩運動の中で、漬物を主体にしてやっていく

っていうのはどうなのかということは、もう考えなく

ちゃならない時代に入ったと思います。健康志向が高

まっています。いろんなアプリがもういくつあるのか

というくらいたくさん出回っております。そんな中で、

やはり漬物はおいしいからと、おいしいからだけでは

やはり売れていかないんじゃないかなと。そして新し

い商品を開発するのは大変、そのとおりです。でも６

次産業というふうに考えた時に、市内で６次産業化に

努力している方々もいらっしゃるわけです。しかしそ

の方々も同様の悩みを持っています。商品は作れど、

大量生産がなかなかおぼつかない。さらに商品ができ

たとしても、それをどういう販路のもとに持っていく

か。営業がものすごく大変であるという、生の声をい

ただいております。そうした時に、加工センターと一

緒に取り組むということを考えていけば、商品開発に

もやはり全てつながっていくというふうにもなるわけ

でございます。ですから今後考えた時に、まず現状を

見て、そしてこれからコンサル受けるわけですので、

そのコンサルタントのいろんなご助言をいただいた上

で、そしてこれからのことも当然煮詰めていく必要あ

るだろうと。ただそんな中で、加工センターの場合に

は、現在いる皆さんに危機感を持っていただきたい、

それが第１番目でございます。皆様方のお手元にもあ

ったとおり、ずっと赤字状態であると。本当に民間で

あったら、本当に危機的な状況にも至っております。

それをどうするかといったら、もう今しかないと思い

ます。簡単に、じゃあ倒産というという形は持ってい

けません。それはあくまでも市で投資をしてて、農協

でも投資をしてて、そして多くの方々のご協力のもと

ここまで来たわけですから。じゃあどうやって再建し

ていくかというのを本当に考えるには、今いる皆さん

にそれなりの危機感を持って取り組んでいただき、そ

して私たちのほうでも今後しっかりと考えていく。そ

の上で歩んでいかないと、本当に大変なことになると

思います。ですから商品開発云々、それから今後につ

いての商品の取り組みについては、本当に一丸となっ

て取り組んでいきたいなというふうに思っています。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 奥山議員。 

◎６番（奥 山   格 議員） 

 原料の確保なんかという細かい問題もあります。原

料の確保ができないので売るものがないと。これでは

やっぱり売り上げはないのが当然なわけですよね。そ

ういったところ、やっぱり改善していただきたいなと

思います。これ簡単ではないのですので、答弁は結構

ですけれども、農産加工センターは市と農協が共同出

資して、第三セクターとして設立した会社であります。

昭和61年６月設立で33年間続いている会社であります。

市長が仰っているように、今後同社の経営改善や、新

たな事業展開などの必要性が示された際には、みちの

く村山農協と協力しながら、できる限りの支援を行っ

てまいりたいと考えているということでありますので、

尾花沢市の33年続いてきた優良な企業が継続できます

ように、ぜひご支援のほうよろしくお願いしたいなと

思います。 

 それでは次に、有害鳥獣対策でありますけれども、

生態調査については、やっておられるということです

ね。市独自ではやっておらないけども。やっぱりこの

ドローンなんかもありますので、そういったものも利

用しながら、やっぱり生態調査をやっていくべきでは

ないかと思いますけれども、また山林の下刈りとか間

伐をして、山林整備してクマなどの緩衝帯を作ってい

くということもすごく有効な対策だと思いますので、

山林整備のほうもぜひやっていただきたいなと思って

いるところです。 

 最後に、フォトコンテストのことでありますけれど

も、やはりたくさんの写真が、どのように使われてい

るか分からない。そういった心配も確かにフォトコン

テストにはあるわけですよね。写真撮影している全員

の方が出品しているわけではありませんので、写真撮

影をされている方はもっと多いと思います。そういっ

た方が自由に写真を撮っておられる。そしてその写真

を保管して、いつまで保管しておられるか。またその

写真をどういうふうに使用するかが分からないという

ふうな状態も、心配されるわけなんですね。そういっ

たこともありますので、そういったことに十分配慮し

て、やっぱりイベントをやっていかなきゃいけないと

思いますけども、もう一度お答えをお願いしたいと思

います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 公式行事祭りのような場合には、肖像権云々は生じ



ないというのは、先ほど申し上げたとおりです。例え

ば、今年のポスターに関して申し上げます。今年のポ

スターは、北村山高校の生徒さんが踊っているところ

を去年撮られまして、そしてそれがグランプリを得た

作品でございます。そしてその写真を、ポスターに起

用するということになった時に、できあがったものを

北村山高校に持っていきました。学校あげて喜んでい

ただきました。そして生徒の皆さんからも、今年はう

ちの先輩がなったんだと。そしてその方も今地元で就

職してくれております。過去尾花沢の祭りのポスター

を考えた時に、女性だけではございません。私も家の

ほうに、かなり前からずっと毎年のポスター貼ってお

りますけども、男性がモデルになったこともございま

す。お子さんがモデルになったこともございます。い

ろんな意味で、その年その年の良いポスターができあ

がっております。ですから写真を悪用しているという

のは、私あまり聞いたことございませんので、できる

だけ来年度も同じような形で進んでいければなという

ふうに考えております。やはり尾花沢の祭りを訴える、

各駅にも尾花沢の祭りのポスターが貼られるわけです

のでね、そして訴えるものあるというようなポスター

になるようにやはり考えていきたい。そして良い写真

を皆さんにも撮っていただきたいなと思います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 奥山議員 

◎６番（奥 山   格 議員） 

時間がありませんので、以上で終わります。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 以上で、奥山格議員の質問を打ち切ります。これに

て一般質問を終結いたします。 

 次に決算議案の審議を行います。 

 日程第２、認第１号「平成30年度尾花沢市一般会計

歳入歳出決算認定について」から、日程第８、認第７

号「平成30年度尾花沢市後期高齢者医療保険特別会計

歳入歳出決算認定について」までの７案件を一括議題

といたします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 安井議員。 

◎４番（安 井 一 義 議員） 

 この際、動議を提出いたします。ただ今一括議題と

なりました決算議案７案件の審議につきましては、全

議員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これ

に付託の上、審査されるよう望みます。 

 なお、特別委員会が審査の過程で、証書類の検閲が

必要となった場合は、地方自治法第98条第１項に規定

する議会の権限を特別委員会に委任する旨をも併せて

議決されるよう望みます。 

〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 ただ今、４番安井一義議員から、「決算議案７案件の

審議については、全議員をもって構成する決算特別委

員会を設置し、これに付託の上、審査されたい。加え

て審査の過程において、証書類の検閲が必要になった

場合は、地方自治法第98条第１項に規定する議会の権

限を委任する旨をも、併せて議決されたい」との動議

が提出され、所定の賛成者がありますので、動議は成

立いたしました。 

 よって、本動議を直ちに議題といたします。お諮り

いたします。本動議のとおり決するに、ご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 ご異議なしと認めます。よって、本動議は可決され

ました。 

 これより、ただ今可決されました決算特別委員会が

開催されますので、本日はこれにて散会いたします。 

 なお、本会議は、ただ今から休会となり、決算議案

の審査終了を待って、９月26日に再開いたしますので、

よろしくお願い申し上げます。 

 ただ今より、委員会条例第10条第１項の規定に基づ

き、本議場に決算特別委員会を招集いたします。 

 

             散 会 午後３時04分 


